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はじめに 

 

本市は、島根県の西端にあって北は日本海に面し、 

南は中国山地に至り、恐羅漢山、安蔵寺山などの山々 

が連なり、その中国山地を源とする一級河川高津川や 

二級河川益田川が下流域に広がる益田平野から日本海 

に注ぐ自然豊かな環境にあります。この環境を後世に 

残していくため、安全で快適な環境で暮らせるまちを 

基本目標のひとつに掲げた「第 6 次益田市総合振興計 

画」を 2021 年（令和 3 年）3 月に策定し取組を進め 

ているところです。 

しかし近年、地球温暖化の影響とみられる気候変動や自然災害の頻発化・激甚化が

世界規模で発生しており、本市も例外ではありません。地球温暖化は社会・経済活動

に伴い排出される温室効果ガスの濃度増加が原因とされており、温室効果ガス削減の

ため脱炭素社会に向けて世界各国が動き出しています。 

このような状況の中、国においては、2020 年（令和 2 年）10 月に 2050 年まで

に温室効果ガスの排出を全体としてゼロにするカーボンニュートラル宣言を行い、

2021 年（令和 3 年）10 月には「地球温暖化対策計画」を閣議決定し、「2030 年度

に温室効果ガスを 46％削減することを目指し、さらに、50％の高みに向けて挑戦し

ていく」という目標が掲げられました。 

本市ではこれらの動きを踏まえ、これからも持続可能なまちとして発展していくた

めに、脱炭素社会の実現に向けた取組を一層推進していくことを念頭に「益田市地球

温暖化対策実行計画（区域施策編）」を改定いたしました。この計画に掲げた地球温暖

化対策を着実に推進していくことで 2050 年カーボンニュートラルの実現を目指して

まいりますので、市民・事業者のみなさま、あらゆる関係者のみなさまの一層のご理

解とご協力をお願い申し上げます。 

最後に、本計画の策定にあたりご尽力をいただきました益田市環境審議会委員のみ

なさまをはじめ、ご協力いただいた関係者のみなさまに対しまして、心からお礼申し

上げます。 

 

 

2023 年（令和 5 年）3 月 

益田市長  山本 浩章  
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1．計画策定の背景 

地球温暖化とは 

地球は、太陽から降り注ぐ光により地表が暖められており、地球を覆う大気が地表からの熱の吸収

と放出を行うことにより地球の気温が保たれています。 

地球温暖化とは、大気中の温室効果ガスの増加に伴い、熱の吸収が増え、地球表面の大気や海洋の

平均温度が長期的に上昇する現象であり、地球温暖化が進行すると、氷河の融解や海面水位の変化、

洪水や干ばつなどの影響、陸上や海の生態系への影響、食料生産や健康など人間への影響といった、

人間の生活や自然の生態系に様々な影響を及ぼすことが予測されています。 

現在、地球温暖化の影響により、世界の年平均気温は 100 年あたり 0.73℃の割合で、日本におい

ても 1.28℃の割合で上昇しており、近年、猛暑や過去に例を見ない集中豪雨などによる被害が多く発

生しています。 

なお、地球温暖化については、気候変動に関する政府間パネル（IPCC）が 2021 年(令和 3 年)8 月

に公表した第 6 次評価報告書の中で、『人間の影響が大気、海洋及び陸域を温暖化させてきたことに

は疑う余地がない』と示されています。 

 

  

出典：全国地球温暖化防止活動推進センターウェブサイト（https://www.jccca.org/） 

  

出典：気候変動レポート 2021（気象庁）  
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地球温暖化問題に関する国内外の動向 

地球温暖化を防止するために、国内外で様々な対策が講じられています。 

国際的な動きでは、1992 年(平成 4 年)、大気中の温室効果ガスの濃度を安定化させることを究極

の目標とする「国連気候変動枠組条約」が採択され、世界は、地球温暖化対策に世界全体で取り組ん

でいくことに合意し、同条約に基づき「国連気候変動枠組条約締約国会議（COP）」が 1995 年(平成

７年)から毎年開催されています。2015 年(平成 27 年)に開催された COP21 では、“気温上昇を 2

度未満に保ち、1.5 度は努力目標”とする「パリ協定」が採択されましたが、2021 年(令和 3 年)に

グラスゴー（イギリス）で開催された COP26 では、“世界の平均気温の上昇を 1.5 度に抑える努力

を追求することを決意する”と表明されました。2018 年(平成 30 年)に公表された IPCC「1.5℃特

別報告書」によると、世界全体の平均気温の上昇を、２℃を十分下回り、1.5℃の水準に抑えるために

は、CO2 排出量を 2050 年頃に正味ゼロとすることが必要とされています。この報告書を受け、世界

各国で、2050 年までのカーボンニュートラルを目標として掲げる動きが広がりました。 

我が国の動きでは、2016 年(平成 28 年)に「地球温暖化対策計画」を閣議決定し、“2030 年度ま

でに 2013 年度比で 26％削減”する目標を掲げていましたが、2020 年(令和２年)10 月に 2050

年までに温室効果ガスの排出を全体としてゼロにする、カーボンニュートラルを目指すことを宣言し

ました。その後、2021 年(令和 3 年)に「地球温暖化対策計画」を閣議決定し、2050 年カーボンニ

ュートラルの実現に向けて、“2030 年度までに 2013 年度比で 46％削減を目指し、さらに 50％の

高みに向けて挑戦を続けていく”という新たな削減目標が示されています。 

 

表 1-1 地球温暖化問題に関する国内外の動向 

国際的な動き 我が国の動き 

1992(H4) 国連気候変動枠組条約が採択   

1997(H9) 第３回気候変動枠組条約締約国会議

(COP3)開催 

「先進国の温室効果ガス削減の法的拘束力

を持つものとして約束する京都議定書が採

択」 

  

  1998(H10) 地球温暖化対策の推進に関する法律を制定 

  2008(H20) 京都議定書目標達成計画を閣議決定 

「(2008-2012 年度)における温室効果

ガスを、基準年比(1990 比)で 6％削減す

る約束を遵守」 

2015(H27) 第２１回気候変動枠組条約締約国会議

(COP21)開催 

「世界の平均気温上昇を産業革命以前に比

べて 2℃より十分低く抑え、1.5℃に抑え

る努力をすることを目的としたパリ協定が

採択」 

2015(H27) COP21 開催に先立ち「日本の約束草

案」を決定 

「我が国の温室効果ガス削減目標を、

2030 年度において 2013 年度比で

26.0%削減する」という目標を提示 

  2016(H28) 地球温暖化対策計画を閣議決定 

「日本の約束草案」に掲げられた対策を着

実に実行 

  2020(R2) 2050 年カーボンニュートラルを宣言 

「2050 年までに、温室効果ガスの排出

を全体として実質ゼロにし、脱炭素社会の

実現を目指す」 

2021(R3) 第２6 回気候変動枠組条約締約国会議

(COP26)開催 

「グラスゴー気候合意において、世界の平

均気温上昇を産業革命以前に比べて 1.5℃

に抑えると目標を明記」 

2021(R3) 地球温暖化対策計画を 5 年ぶりに改定

し、閣議決定 

「2030 年度に温室効果ガス排出量を

2013 年度から 46%削減することを目指

す。さらに 50%の高みに向けて挑戦」 
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2．計画の基本的事項 

区域施策編の目的 

地方公共団体実行計画（区域施策編）は、地球温暖化対策の推進に関する法律(最終改正：令和４年

６月１日法律第 60 号)（以下、「温対法」といいます。）第 21 条第４項の規定に基づき、区域の自然

的社会的条件に応じて、温室効果ガスの排出の量の削減等のための措置に関する計画です。 

本市は、地球環境問題の解決に向けて市民・事業者・行政それぞれの役割に応じ協働しながら地球

温暖化防止に向けて取り組むことを目的として、2013 年度(平成 25 年度)「益田市地球温暖化対策

実行計画（以下、「本計画」といいます。）」を策定しましたが、2020 年度(令和 2 年度)に計画期間が

終了したため、本計画を改定します。 

 

▮ 地方公共団体実行計画（区域施策編）の策定に係る法的根拠 

根拠法：地球温暖化対策の推進に関する法律（最終改正：令和４年６月１日法律第 60 号） 

（地方公共団体実行計画等） 

第 21 条 １、２、３（略） 

 ４ 市町村（指定都市等を除く。）は、地方公共団体実行計画において、第二項各号に掲げる事項

のほか、その区域の自然的社会的条件に応じて温室効果ガスの排出の量の削減等を行うため

の施策に関する事項として前項各号に掲げるものを定めるよう努めるものとする。 

 

計画の対象とする範囲 

1)  対象地域 

本計画の対象地域は、益田市全域とします。  

【参考】各国の削減目標 

 

出典：全国地球温暖化防止活動推進センターウェブサイト（https://www.jccca.org/） 
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2)  対象部門・分野 

本計画の対象部門・分野は、表 2-1 に示すとおりです。 

 

表 2-1 本計画の対象部門・分野 

ガス種 部門・分野 

エネルギー起源 CO2 産業部門 製造業  

  建設業・鉱業  

  農林水産業  

 業務その他部門   

 家庭部門   

 運輸部門 自動車 貨物 

   旅客 

  鉄道  

  船舶  

 エネルギー転換部門   

エネルギー起源 CO2 以外 燃料燃焼分野   

 工業プロセス分野   

 農業分野   

 廃棄物分野   

 代替フロン等 4 ガス分野  

 

3)  対象とする温室効果ガスの種類 

本計画の対象とする温室効果ガスは、地球温暖化対策推進法第２条第３項に規定する７種類の温

室効果ガスです。（表 2-2 参照） 

 

 表 2-2 対象とする温室効果ガスの種類 

温室効果ガス 
本計画の 

対象ガス 

地球温暖化係数 

(GWP) 
主な用途、発生源 

二酸化炭素 

（CO2） 
○ 1 

・燃料の使用 

・電気の使用 

・廃プラスチック類の焼却 など 

メタン 

（CH4） 
○ 25 

・燃料の燃焼 

・廃棄物の焼却、埋立 

・自動車の走行 など 

一酸化二窒素 

（N2O） 
○ 298 

・燃料の燃焼 

・廃棄物の焼却、埋立 

・自動車の走行 など 

ハイドロフルオロカーボン類 

（HFCs） 
○ 12 ～ 14,800 ・カーエアコンの使用、廃棄 など 

パーフルオロカーボン類 

（PFCs） 
○ 7,390 ～ 17,340 ・半導体の製造 など 

六ふっ化硫黄 

（SF6） 
○ 22,800 ・電気設備の製造、使用、点検、廃棄 など 

三ふっ化窒素 

（NF3） 
○ 17,200 ・半導体の製造 など 
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4)  区域施策編の計画期間 

本計画の基準年度は、国の計画に準じて、2013 年度(平成 25 年度)とします。 

計画期間は、図 2-1 に示すとおりで、2023 年度(令和 5 年度)から目標年度の 2030 年度(令

和 12 年度)の 8 ヵ年とし、国や県の動向に合わせて順次計画の見直しを行うことを想定しており

ます。 

また、目指すべき姿として、2050 年度(令和 32 年度)を長期目標とします。 

 

【基準年度及び計画期間】 

 ・ 基準年度 ： 2013 年度(平成 25 年度) 
 

 ・ 計画期間 ： 2023 年度(令和 5 年度) ～ 2030 年度(令和 12 年度) 
 

 ・ 長期目標 ： 2050 年度(令和 32 年度) 
 

 
図 2-1 区域施策編の計画期間 

 

本計画の位置付け 

本計画の位置付けは、図 2-2 に示すとおりで、「益田市総合振興計画」が上位計画に、その他の関

連計画として益田都市計画区域マスタープランや益田市公共施設等総合管理計画などがあり、これら

の計画との整合・連携を図ることとします。 

また、国の地球温暖化対策計画に即して策定するとともに、島根県の実行計画とも連携を図ること

とします。 

 
図 2-2 本計画の位置付け  

基準年度 目標年度 長期目標

2012 2013 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2050
(H24) (H25) (R2) (R3) (R4) (R5) (R6) (R7) (R8) (R9) (R10) (R11) (R12) (R32)

改定

新計画（８ヵ年）前計画

上位
計画

島根県

国

地球温暖化対策の
推進に関する法律

策定根拠

地球温暖化対策計画
即して策定

連携

関
連
計
画

益田都市計画区域マスタープラン
益田市立地適正化計画
益田市公共施設等総合管理計画
益田市住生活基本計画
益田市一般廃棄物処理基本計画
益田市森林整備計画
益田市地域公共交通計画
益田市自転車活用推進計画

整合・連携

島根県
地球温暖化対策実行計画

益田市総合振興計画
【第６次益田市総合振興計画】

連携

益田市

地球温暖化対策実行計画
【区域施策編】

益田市

地球温暖化対策実行計画
【事務事業編】

益田市

地域脱炭素計画

整合・連携
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3．益田市の現況 

益田市の概要 

1)  位置 

本市の位置は、図 3-1 に示すとおり島根県西部にあり、山口県と広島県に隣接しています。 

 

2)  地勢 

本市の地勢は、北西部が日本海に面しており、海岸は白砂青松の石見潟を形成、南東部は中国山

地に至り恐羅漢山、安蔵寺山などの山々が連なっています。 

また、中国山地に源を発する一級河川高津川及び益田川が主要河川となり、日本海に注いでお

り、下流部には益田平野が三角州状に広がっています。 

 

3)  面積 

本市の面積は、733.19km²で、島根県の総面積の約 1 割を占めています。 

 

 
出典：地理院地図（電子国土 Web）（国土地理院） 

図 3-1 益田市の位置 

益田市 

広 島 県 

山 口 県 

鳥 取 県 

岡
山
県 

島 根 県 

益田市 

広 島 県 

山 口 県 

津和野町 

吉賀町 

浜田市 
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自然条件 

1)  地目 

本市の地目別土地面積は、表 3-1 及び図 3-2、図 3-3 に示すとおりで、2020 年度(令和２

年度)の地目別構成は“山林”が 80.7％を占めており、次いで“田”が 7.1％、“畑”が 5.0％、

宅地は 3.3％となっています。 

表 3-1 地目別土地面積の推移 

単位：a 

 年度 

地目 

2013 

(H25) 

2014 

(H27) 

2015 

(H28) 

2016 

(H28) 

2017 

(H29) 

2018 

(H30) 

2019 

(R1) 

2020 

(R2) 

田 211,930 210,951 209,499 208,521 207,289 206,582 205,936 204,339  

畑 146,854 146,194 145,980 145,498 144,824 144,464 144,107 142,467  

宅地 91,960 92,535 92,804 92,973 93,586 93,781 94,417 94,862  

鉱泉地 0 0 0 0 0 0 0 0  

池沼 873 883 969 999 999 1,006 1,051 1,051  

山林 2,275,832 2,282,718 2,290,171 2,291,051 2,307,064 2,311,122 2,315,625 2,315,214  

牧場 0 0 0 0 0 0 2 0  

原野 71,842 71,897 71,411 70,837 70,688 70,475 70,175 69,554  

雑種地 38,819 39,210 39,993 40,166 40,475 41,108 41,329 41,648  

計 2,838,109 2,844,388 2,850,827 2,850,045 2,864,926 2,868,538 2,872,641 2,869,136  

 
図 3-2 地目別土地面積の推移 

 

 
出典：島根県統計書（島根県） 

図 3-3 地目別土地面積の構成（2020 年度(令和 2 年度)） 
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2)  気温・降水量 

本市の 1991 年(平成 3 年)から 2020 年(令和 2 年)の気温・降水量は図 3-4、平均気温偏差

の状況は図 3-5 に示すとおりで、30 年で約 1℃上昇しています。 

 

図 3-4 月別平均気温・降水量 

 
出典：過去の気象データ・ダウンロード（国土交通省 気象庁） 

図 3-5 平均気温偏差の状況 
 

3)  日射量 

本市の日射量・日照時間は、図 3-6 に示すとおりです。 

 
出典：過去の気象データ・ダウンロード（国土交通省 気象庁、日射量データベース閲覧システム（MONSOLA-20） 

NEDO（国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構）） 

図 3-6 月別平均日射量・日照時間 

97.0 80.5 
121.4 109.8 124.4 

179.8 

238.2 

136.0 
169.6 

107.6 96.5 109.8 

5.5 6.1 

8.9 

13.7 

18.4 

22.1 

26.5 
27.6 

23.3 

17.7 

12.6 

7.8 

0

100

200

300

400

500

600

700

0

5

10

15

20

25

30

35

1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月

(mm)(℃) 降水量 平均気温

-1.5

-1.0

-0.5

0.0

0.5

1.0

1.5

1991

(H3)

1992

(H4)

1993

(H5)

1994

(H6)

1995

(H7)

1996

(H8)

1997

(H9)

1998

(H10)

1999

(H11)

2000

(H12)

2001

(H13)

2002

(H14)

2003

(H15)

2004

(H16)

2005

(H17)

2006

(H18)

2007

(H19)

2008

(H20)

2009

(H21)

2010

(H22)

2011

(H23)

2012

(H24)

2013

(H25)

2014

(H26)

2015

(H27)

2016

(H28)

2017

(H29)

2018

(H30)

2019

(R1)

2020

(R2)

2021

(R3)

2022

(R4)

1
9
9
1
(H

3
)～

2
0
2
2
(R

4
)年

平
均

か
ら
の

差
(℃

)

各年の平均気温の基準値からの偏差

偏差の5年移動平均値

長期変化傾向

※基準値は、1991～2020年の30年の平均値

トレンド=1.08（℃/30年）

2.35

3.06

4.34

4.90

5.57

4.74

5.24 5.28

4.30
4.07

3.30

2.14

74.5

99.4

156.3

191.9

213.9

160.9

182.9

215.4

164.2 170.0

121.4

81.2

0.0

50.0

100.0

150.0

200.0

250.0

300.0

0.0

1.0

2.0

3.0

4.0

5.0

6.0

1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月

(h)（ｋWh/m2・日） 日射量 日照時間



 

9 

4)  風況 

本市の風況は、図 3-7 に示すとおりで、南東の山間部で風速 6ｍ/s 以上となっており、特に広

島県との県境では風速 7ｍ/s 以上となっています。 

また、日本海の洋上では、海岸付近で 4ｍ/s、沖合では 5m/s 以上の風速となっています。 

 

 
出典：局所風況マップ（国立研究開発法人 新エネルギー・産業技術総合開発機構（ＮＥＤＯ）） 

図 3-7 風況マップ 
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社会条件 

1)  人口・世帯数（関連部門・分野：家庭部門） 

本市の人口・世帯数は、表 3-2 及び図 3-8 に示すとおりで、2021 年度(令和 3 年度)は人口

が 9.8％減、世帯数が 1.9％減（共に、2013 年度(平成 25 年度)比）と減少傾向となっていま

す。 

 

表 3-2 人口・世帯数の推移 

 年度 

項目(単位) 

2013 

(H25) 

2014 

(H27) 

2015 

(H28) 

2016 

(H28) 

2017 

(H29) 

2018 

(H30) 

2019 

(R1) 

2020 

(R2) 

2021 

(R3) 

人口(人) 49,846 49,281  48,607  48,013  47,521  46,871  46,209  45,635  44,976  

世帯数(世帯) 21,597 21,558  21,509  21,523  21,480  21,374  21,317  21,281  21,182  

 
出典：住民基本台帳年報（島根県） 

図 3-8 人口・世帯数の推移 
 

2)  製造品出荷額等（関連部門・分野：産業部門(製造業)） 

本市の製造品出荷額等は、表 3-3 及び図 3-9 に示すとおりで、2020 年度(令和 2 年度)は

9.7％増（2013 年度(平成 25 年度)比）となっています。 

 

表 3-3 製造品出荷額等の推移 

 年度 

項目(単位) 

2013 

(H25) 

2014 

(H26) 

2015 

(H27) 

2016 

(H28) 

2017 

(H29) 

2018 

(H30) 

2019 

(R1) 

2020 

(R2) 

製造品 

出荷額等 

(万円) 

4,137,630 4,221,365  4,943,596  4,378,771  4,401,583  4,535,846  4,231,019  4,540,924 

 
出典：工業統計調査（経済産業省） 

図 3-9 製造品出荷額等の推移 
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3)  産業大分類別事業所数・従業者数（関連部門・分野：産業部門、業務その他部門） 

本市の産業大分類別事業所数（民営）は、表 3-4 及び図 3-10 に示すとおりで、2021 年度

(令和 3 年度)は 19.6％減（2009 年度(平成 21 年度)比）となっています。 

 

表 3-4 産業大分類別事業所数（民営）の推移 

単位：事業所 

年度 

産業分類 

2009 

(H21) 

2012 

(H24) 

2014 

(H26) 

2016 

(H28) 

2021 

(R3) 

農林水産業 44 47 50 51 60 

 農業、林業 41 45 46 48 - 

 漁業 3 2 4 3 - 

建設業・鉱業 295 267 255 257 244 

 鉱業、採石業、砂利採取業 6 8 5 7 5 

 建設業 289 259 250 250 239 

製造業 158 143 155 140 133 

業務その他 2,400 2,228 2,196 2,142 1,891 

 電気・ガス・熱供給・水道業 3 3 3 4 9 

 情報通信業 15 15 18 20 11 

 運輸業、郵便業 50 55 47 53 49 

 卸売・小売業 838 729 717 674 553 

 金融・保険業 63 59 53 57 45 

 不動産業、物品賃貸業 128 116 113 110 99 

 学術研究、専門技術サービス業 118 109 107 110 115 

 宿泊業、飲食サービス業 346 329 333 318 262 

 生活関連サービス業、娯楽業 308 280 371 269 232 

 教育、学習支援業 71 71 70 67 56 

 医療、福祉 202 202 213 217 219 

 複合サービス事業 61 53 51 50 54 

 サービス業（ほかに分類されないもの） 197 207 200 193 187 

計 2,897 2,685 2,656 2,590 2,328 

 

 
出典：経済センサス-基礎調査、活動調査（総務省統計局） 

図 3-10 産業大分類別事業所数（民営）の推移 
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本市の産業大分類別従業者数（民営）は、表 3-5 及び図 3-11 に示すとおりで、2021 年度

(令和 3 年度)は 9.4％減（2009 年度(平成 21 年度)比）となっています。 

 

表 3-5 産業大分類別従業者数（民営）の推移 

                                  単位：人 

年度 

産業分類 

2009 

(H21) 

2012 

(H24) 

2014 

(H26) 

2016 

(H28) 

2021 

(R3) 

農林水産業 447 467 525 588 657 

 農業、林業 412 439 497 563 - 
 漁業 35 28 28 25 - 

建設業・鉱業 2,399 2,158 2,131 2,105 1,903 

 鉱業、採石業、砂利採取業 50 56 36 45 31 

 建設業 2,349 2,102 2,095 2,060 1,872 

製造業 2,323 2,659 2,481 2,474 2,794 

業務その他 16,430 15,601 15,085 14,907 14,204 

 電気・ガス・熱供給・水道業 140 128 129 129 91 

 情報通信業 95 89 112 137 72 

 運輸業、郵便業 965 974 797 839 808 

 卸売・小売業 4,968 4,474 4,408 4,250 3,865 

 金融・保険業 598 449 421 494 421 

 不動産業、物品賃貸業 563 261 217 296 317 

 学術研究、専門技術サービス業 599 545 609 576 635 

 宿泊業、飲食サービス業 1,773 1,701 1,655 1,559 1,225 

 生活関連サービス業、娯楽業 1,045 939 891 860 689 

 教育、学習支援業 469 442 507 449 429 

 医療、福祉 3,614 3,829 3,627 3,703 3,976 

 複合サービス事業 392 378 500 340 349 

 サービス業（ほかに分類されないもの） 1509 1,392 1,212 1275 1,327 

計 21,599 20,885 20,222 20,074 19,558 

 
出典：経済センサス-基礎調査、活動調査（総務省統計局） 

図 3-11 産業大分類別従業者数（民営）の推移 
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2021 年度(令和 3 年度)の産業大分類別事業所（民営）の構成は、図 3-12 に示すとおりで、

“業務その他”が 81.2％を占めており、次いで“建設業・鉱業”が 10.5％、“製造業”が 5.7％

となっています。 

また、2021 年度(令和 3 年度)の産業大分類別従業者数（民営）の構成は、図 3-13 に示すと

おりで、事業所の構成と同様に“業務その他”が 72.6％と多くを占めていますが、製造業と建設

業・鉱業が事業所の構成と逆転しており“製造業”が 14.3％、“建設業・鉱業”が 9.7％となって

います。 

 

 
図 3-12 産業大分類別事業所（民営）の構成（2021 年度(令和 3 年度)） 

 

図 3-13 産業大分類別従業者数（民営）の構成（2021 年度(令和 3 年度)） 
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4)  自動車保有台数（関連部門・分野：運輸部門(自動車)） 

本市の車種別自動車保有台数は、表 3-6 及び図 3-14 に示すとおりで、2020 年度(令和 2 年

度)は 0.4％減（2013 年度(平成 25 年度)比）となっており、ほぼ横ばい傾向となっています。 

 

表 3-6 車種別自動車保有台数の推移 

単位：台 

年度 

車種 

2013 

(H25) 

2014 

(H26) 

2015 

(H27) 

2016 

(H28) 

2017 

(H29) 

2018 

(H30) 

2019 

(R1) 

2020 

(R2) 

自家用 17,417 17,281  17,188  17,093  17,088  17,073  16,904  16,928  

 普通貨物 651 677  675  666  655  692  689  695  

 小型貨物 1,443 1,428  1,389  1,366  1,355  1,379  1,359  1,349  

 被けん引 2 2  2  1  1  1  1  4  

 普通・小型乗合 251 252  256  255  263  261  258  255  

 普通乗用 5,526 5,570  5,644  5,695  5,847  5,968  6,068  6,256  

 
小型乗用・乗用車 

（ﾊｲﾌﾞﾘｯﾄﾞ） 
8,950 8,755  8,609  8,498  8,371  8,160  7,915  7,765  

 普通・小型特殊 594 597  613  612  596  612  614  604  

事業用 595 592  599  611  598  612  626  629  

 普通・小型貨物 

・被けん引・特殊 
458 455  455  462  461  460  474  482  

 乗合・乗用 137 137  144  149  137  152  152  147  

軽自動車 19,211  19,437  19,556  19,528  19,638  19,738  19,639  19,500  

 自家用  19,079 19,304  19,421  19,390  19,497  19,595  19,501  19,357  

  貨物 6,611 6,529  6,456  6,340  6,317  6,267  6,203  6,213  

  乗用車 12,468 12,775  12,965  13,050  13,180  13,328  13,298  13,144  

 事業用 貨物 132 133  135  138  141  143  138  143  

自家用計 36,496 36,585  36,609  36,483  36,585  36,668  36,405  36,285  

事業用計 727 725  734  749  739  755  764  772  

計 37,223 37,310  37,343  37,232  37,324  37,423  37,169  37,057  

 

 
出典：一般財団法人自動車検査登録情報協会『市区町村別 自動車保有車両数』 

   一般社団法人全国軽自動車協会連合会『市区町村別 軽自動車車両数』 

 

図 3-14 車種別自動車保有台数の推移 
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2020 年度(令和 2 年度)の車種別自動車保有台数の構成は、図 3-15 に示すとおりで、“自家

用”が 97.9％を占めており、“事業用”が 2.1％となっています。 

 

 
図 3-15 車種別自動車保有台数の構成（2020 年度(令和 2 年度)） 

 

 

5)  鉄道輸送人員（関連部門・分野：運輸部門(鉄道)） 

本市の鉄道輸送人員は、表 3-7 及び図 3-16 に示すとおりで、2020 年度(令和 2 年度)は

44.3％減（2013 年度(平成 25 年度)比）と減少傾向となっています。 

 

表 3-7 鉄道輸送人員の推移 

単位：人 

年度 

路線 

2013 

(H25) 

2014 

(H26) 

2015 

(H27) 

2016 

(H28) 

2017 

(H29) 

2018 

(H30) 

2019 

(R1) 

2020 

(R2) 

山陰本線 229,950 223,745  229,116  213,160  209,875  191,260  178,242 127,385 

山口線 7,300 8,030  6,954  6,205  4,015  2,920  2,928 4,745 

計 237,250 231,775  236,070  219,365  213,890  194,180  181,170 132,130 

 
出典：島根県統計書（島根県） 

図 3-16 鉄道輸送人員の推移  
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6)  益田港入港船舶（関連部門・分野：運輸部門(船舶)） 

益田港の入港船舶（総トン数）は、表 3-8 及び図 3-17 に示すとおりで、2020 年度(令和 2

年度)は 62.4％減（2013 年度(平成 25 年度)比）となっています。 

 

表 3-8 港湾別入港船舶（総トン数）の推移 

単位：千 t 

年度 

路線 

2013 

(H25) 
2014 

(H26) 

2015 

(H27) 

2016 

(H28) 

2017 

(H29) 

2018 

(H30) 

2019 

(R1) 

2020 

(R2) 

商船 - - - - - - - - 

漁船 3,650 3,733 3,799 3,816 3,666 4,342 3,920 3,984 

避難船 - - - - - - - - 

その他(引船・官庁船・工事用船舶等) 15,242 1,603 3,004 13,858 2,700 5,840 - 3,120 

計 18,892 5,336 6,803 17,674 6,366 10,182 3,920 7,104 

 
出典：島根県統計書（島根県） 

図 3-17 港湾別入港船舶（総トン数）の推移 
 

 

7)  ごみ総排出量（関連部門・分野：廃棄物分野） 

本市のごみ総排出量は、表 3-9 及び図 3-18 に示すとおりで、2020 年度(令和 2 年度)は

3.0％減、1 人 1 日あたりのごみ排出量は 6.0％増（共に 2013 年度(平成 25 年度)比）となって

います。 

 

表 3-9 ごみ総排出量及び 1 人 1 日あたりのごみ排出量の推移 

 年度 

項目(単位) 

2013 

(H25) 
2014 

(H26) 

2015 

(H27) 

2016 

(H28) 

2017 

(H29) 

2018 

(H30) 

2019 

(R1) 

2020 

(R2) 

ごみ総排出量(t) 17,012 17,242  17,303  16,908  16,762  17,026  17,006 16,501  

1 人 1 日あたり排出量(g/人･日) 932.8 955.9  969.4  962.4  965.0  993.2  1,002.4 988.8  

 
出典：一般廃棄物処理実態調査結果（環境省） 

図 3-18 ごみ総排出量及び 1 人 1 日あたりのごみ排出量の推移  
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益田市の地球温暖化対策の状況 

1)  益田市の地球温暖化対策 

2015 年(平成 27 年)９月の国連サミットで、2015 年(平成 27 年)から 2030 年(令和 12 年)

までの長期的な開発の指針として、「持続可能な開発のための 2030 アジェンダ」が採択されまし

た。この文書の中核となる「持続可能な開発目標」を、SDGs（Sustainable Development 

Goals、エスディージーズ）と呼んでいます。 

SDGs は、17 の目標（ゴール）とそれに紐づく 169 のターゲット（具体目標）で構成されて

おり、世界が抱える様々な問題を包括的に盛り込んだ、世界共通の目標です。 

 

■SDGs における 17 の目標（ゴール） 

 

 

 

本市では、本計画の上位計画である「益田市総合振興計画（以下、「振興計画」といいます。）」

を策定しており、まちの将来像『ひとが育ち 輝くまち 益田』を達成し、本市が抱える課題の解

決に向けて必要なことを、「益田市版 SDGs」に置き換えて表現しており、本市にとって身近な目

標（＝「益田市版 SDGs」）の達成を目指すことで、その先の国際社会の目標（＝国連の SDGs）

達成に貢献できると考え、今後 10 年間で市民と行政が協働で目指すべき 17 の目標を設定してい

ます。 

また、振興計画の中で、まちの将来像を達成するために掲げる７つの基本目標のうち、地球温暖

化対策に関連する目標として「安全で快適な環境で暮らせるまち」があり、その基本施策として

“人と地球にやさしい地球環境の形成”が掲げられています。（図 3-19 参照） 
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■益田市版 SDGs における 17 の目標（ゴール） 

 

 

 

 
図 3-19 第 6 次益田市総合振興計画における地球温暖化対策に関連する施策 

  

第６次益田市総合振興計画 
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2)  再生可能エネルギーの導入状況 

本市の再生可能エネルギーの導入状況は、表 3-10 及び表 3-11、図 3-20 に示すとおり

で、2020 年度(令和２年度)時点で 27,014kW の再生可能エネルギー設備が導入されています。

なお、導入された再生可能エネルギー設備のほとんどが太陽光発電となっています。 

 

表 3-10 再生可能エネルギーの導入状況の推移（設備容量） 

単位：kW 

 年度 

再生可能エネルギー 

2014 

(H26) 

2015 

(H27) 

2016 

(H28) 

2017 

(H29) 

2018 

(H30) 

2019 

(R1) 

2020 

(R2) 

太陽光発電（10kW 未満） 3,281  3,655  3,965  4,304  4,553  4,832  5,063  

太陽光発電（10kW 以上） 11,174  14,280  16,041  21,062  21,452  21,781  21,847  

風力発電 4  4  4  4  4  4  4  

水力発電 0  0  0  0  0  100  100  

地熱発電 0  0  0  0  0  0  0  

バイオマス発電 0  0  0  0  0  0  0  

再生可能エネルギー合計 14,459  17,939  20,010  25,370  26,009  26,716  27,014  

 

 

表 3-11 再生可能エネルギーの導入状況の推移（発電電力量） 

単位：MWh 

 年度 

再生可能エネルギー 

2014 

(H26) 

2015 

(H27) 

2016 

(H28) 

2017 

(H29) 

2018 

(H30) 

2019 

(R1) 

2020 

(R2) 

太陽光発電（10kW 未満） 3,938  4,387  4,759  5,165  5,464  5,798  6,076  

太陽光発電（10kW 以上） 14,780  18,889  21,218  27,860  28,376  28,811  28,898  

風力発電 9  9  9  9  9  9  9  

水力発電 0  0  0  0  0  526  526  

地熱発電 0  0  0  0  0  0  0  

バイオマス発電 0  0  0  0  0  0  0  

再生可能エネルギー合計 18,727  23,284  25,985  33,033  33,848  35,143  35,509  

 
出典：自治体排出量カルテ（環境省）    

図 3-20 再生可能エネルギーの種類別発電量の構成（2020 年度(令和 2 年度)） 

  

太陽光発電

（10kW未満）

6,076 MWh

17.1%

太陽光発電

（10kW以上）

28,898 MWh

81.4%

風力発電

9 MWh

0.0%

水力発電

526 MWh

1.5%



 

20 

4．温室効果ガス排出量の状況 

本市の温室効果ガス総排出量の推移は、表 4-1 及び図 4-1 に示すとおりで、2018 年度(平成 30

年度)の温室効果ガス総排出量は、424 千 t-CO2 となっており、基準年度(2013 年度(平成 25 年度))

比で 14.8％削減しています。 

部門別構成は、図 4-2 に示すとおりで、産業部門が 31.5％を占めており、次いで業務その他部門

が 21.5％、家庭部門が 19.8％、運輸部門が 24.0％、エネルギー起源 CO2 以外のガスが 3.3％とな

っています。 

ガス種別構成は、図 4-3 に示すとおりで、二酸化炭素(CO2)が 98.0％となっており、温室効果ガ

スの大部分を占めています。 

 

表 4-1 温室効果ガス排出量の推移（基準年度：2013 年度(平成 25 年度)） 

単位：千 t-CO2 

年度 

 

部門 

2013 

(H25) 

基準値 

2014 

(H26) 

2015 

(H27) 

2016 

(H28) 

2017 

(H29) 

2018 

(H30) 

最新値 

エネルギー起源 CO2 481  498  515  444  453  410  

 産業部門 144  184  175  138  145  133  

 業務その他部門 132  108  148  108  98  91  

 家庭部門 103  103  94  98  109  84  

 運輸部門 102  102  98  100  101  102  

 エネルギー転換部門 0 0 0 0 0 0 

エネルギー起源 CO２以外 17  14  13  13  13  14  

合 計 498  511  528  457  466  424  

 

 
図 4-1 温室効果ガス排出量の推移 
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図 4-2 温室効果ガス総排出量の部門別構成（2018 年度(平成 30 年度)）【左図】 

図 4-3 温室効果ガス総排出量のガス種別構成（2018 年度(平成 30 年度)）【右図】 

 

 

1)  産業部門 

産業部門における温室効果ガス排出量の推移は、図 4-4 に示すとおりで、2018 年度(平成 30

年度)における産業部門の温室効果ガス排出量は、133 千 t-CO2 となっており、基準年度（2013

年度(平成 25 年度)）比で 7.3％削減しています。 

なお、産業部門から排出される温室効果ガスの 70％以上が製造業から排出されています。 

 
※端数処理の関係上、計算値が一致しない場合があります。 

図 4-4 温室効果ガス排出量（産業部門）の推移 
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2)  業務その他部門 

業務その他部門における温室効果ガス排出量の推移は、図 4-5 に示すとおりで、2018 年度

(平成 30 年度)における業務その他部門の温室効果ガス排出量は、91 千 t-CO2 となっており、基

準年度（2013 年度(平成 25 年度)）比で 31.1％削減しています。 

 
図 4-5 温室効果ガス排出量（業務その他部門）の推移 

 

3)  家庭部門 

家庭部門における温室効果ガス排出量の推移は、図 4-6 に示すとおりで、2018 年度(平成 30

年度)における家庭部門の温室効果ガス排出量は、84 千 t-CO2 となっており、基準年度（2013

年度(平成 25 年度)）比で 18.4％削減しています。 

 
図 4-6 温室効果ガス排出量（家庭部門）の推移 
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4)  運輸部門 

運輸部門における温室効果ガス排出量の推移は、図 4-7 に示すとおりで、2018 年度(平成 30

年度)における運輸部門の温室効果ガス排出量は、102 千 t-CO2 となっており、基準年度（2013

年度(平成 25 年度)）比で 0.1％削減しています。 

なお、運輸部門から排出される温室効果ガスについて、約 8 割が自動車、約 2 割が鉄道から排

出されています。 

 
※端数処理の関係上、計算値が一致しない場合があります。 

図 4-7 温室効果ガス排出量（運輸部門）の推移 

 

5)  エネルギー起源 CO2 以外 

エネルギー起源 CO2 以外における温室効果ガス排出量の推移は、図 4-8 に示すとおりで、

2018 年度(平成 30 年度)におけるエネルギー起源 CO2 以外の温室効果ガス排出量は、13.9 千
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なお、エネルギー起源 CO2 以外から排出される温室効果ガスについて、約 5 割が廃棄物分野、

約 2.7 割が燃料燃焼分野、約 2.3 割が農業分野から排出されています。 

 
※端数処理の関係上、計算値が一致しない場合があります。 

図 4-8 温室効果ガス排出量（エネルギー起源 CO2 以外）の推移  
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5．温室効果ガス排出量の将来推計と削減目標 

温室効果ガス排出量の将来推計（現状趨勢（BAU）ケース） 

現状趨勢（BAU）ケースの温室効果ガス排出量は、今後の追加的な対策を見込まないまま推移した

場合の将来の温室効果ガス排出量を指します。 

現状趨勢（BAU）ケースの温室効果ガス排出量は、表 5-1 及び図 5-1 に示すとおりで、2018 年

度(平成 30 年度)以降、下降傾向となり、基準年度である（2013 年度(平成 25 年度)）と比較して、

2030 年度(令和 12 年度)には 20.6％削減され、2050 年度(令和 32 年度)には 25.5％削減される

ことが見込まれます。 

 

表 5-1 現状趨勢（BAU）ケースの温室効果ガス排出量 

  単位：千 t-CO2 

年度 

 

部門 

2013 

(H25) 

基準値 

2018 

(H30) 

最新値 

2030 

(R12) 

目標年度 

2050 

(R32) 

長期目標 

エネルギー起源 CO2 481  410 -14.7％ 381.9 -20.5％ 357.5 -25.6％ 

 産業部門 144  133 -7.3％ 111.7 -22.4％ 92.5 -35.7％ 

 業務その他部門 132  91 -31.1％ 87.2 -34.2％ 85.1 -35.7％ 

 家庭部門 103  84 -18.4％ 83.6 -18.6％ 83.3 -18.8％ 

 運輸部門 102  102 0.1％ 99.4 -2.2％ 96.5 -5.0％ 

 エネルギー転換部門 0 0 - 0 - 0 - 

エネルギー起源 CO２以外 17  14 -19.4％ 13.4 -21.8％ 13.5 -21.3％ 

合 計 498  424 -14.8％ 395.3 -20.6％ 371.0 -25.5％ 

※端数処理の関係上、計算値が一致しない場合があります。 

 

 
図 5-1 現状趨勢（BAU）ケースの温室効果ガス排出量 
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温室効果ガス排出量の削減目標 

「地球温暖化対策計画（2021 年(令和３年)10 月、閣議決定）」で示された“温室効果ガス排出量

を 2030 年度までに 2013 年度比で 46％削減”とは、国が掲げる各部門・分野の削減目標を達成し

た際に実現する削減率となっています。 

国が掲げる各部門・分野の温室効果ガス排出量の削減目標を本市に適用した場合、45.8％の温室効

果ガス排出量の削減が必要となりますが、本市ではさらに 0.2％削減することを追加し、2030 年度

(令和 12 年度)の削減目標を 46％削減することとします。 

 

 

 

また、長期目標として、国のカーボンニュートラル宣言に基づき、脱炭素社会の実現を目指し、以

下のとおり設定します。 

 

 

 

  

【温室効果ガス排出量の削減目標】 

2030 年度(令和 12 年度)に 

2013 年度(平成 25 年度)比で 46％削減 

【長期目標】 

2050 年度(令和 32 年度)までに 

温室効果ガス排出量実質ゼロ 
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6．再生可能エネルギーの導入について 

再生可能エネルギーの導入ポテンシャル 

1)  導入ポテンシャルについて 

導入ポテンシャルとは、技術的に利用可能なエネルギー資源量である賦存量のうち、エネルギー

の採取・利用に関する種々の制約要因（土地の傾斜、法規制、土地利用、居住地からの距離等）に

より利用できないものを除いたエネルギー資源量のことです。（図 6-1 参照） 

本市の再生可能エネルギーの導入ポテンシャル調査は、再生可能エネルギー情報提供システム

【REPOS（リーポス）】（環境省 HP）の情報を基に整理しました。ただし、バイオマスの導入ポ

テンシャルは、公表されていないため、島根県や本市の既存計画から整理しました。 

 

 

出典：環境省 HP 

図 6-1 導入ポテンシャルの定義 

 

 
  

【参考：REPOS とは】 
国内の再生可能エネルギーの導入促進を支援することを 
目的として 2020 年(令和２年)に環境省が開設した 
ポータルサイト。本サイトには、環境省が 2009 年 
(平成 21 年)より実施してきた国内の再生可能エネルギーの 
賦存量、導入ポテンシャル等の調査結果を基にした全国・ 
地域別の再エネ導入ポテンシャル情報が掲載されています。 
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2)  再生可能エネルギー（電気）の導入ポテンシャル 

① 太陽光（建物系） 

太陽光（建物系）の導入ポテンシャルは、図 6-2 に示すとおりで、益田地域の中心市街地にお

いて、高い導入ポテンシャルを有していることが確認されました。一方、山間部の匹見地域では、

導入ポテンシャルが 1,000kW/km2 未満のエリアが多く、導入ポテンシャルが低いことが確認さ

れました。 

 

資料：環境省 REPOS の算定結果に地域区分を加筆 

図 6-2 太陽光（建物系）の導入ポテンシャル 

 

 
出典：令和３年度再エネ導入ポテンシャルに係る情報活用及び提供方策検討等調査委託業務報告書  

̭

【推計式】 
導入ポテンシャル（kW）＝ 設置可能面積（m2）×設置密度（kW/m2） 

【備考】 
・設置可能面積は、建物ポリゴン（GEOSPACE 電子地図（スタンダード））データを使用し、建物

カテゴリー別の設置可能面積算定係数（戸建住宅等 0.48、戸建住宅等以外 0.499）を乗じ算出 
・設置密度は、建物カテゴリー別に設定（戸建住宅等（屋根）0.167、戸建住宅等以外（屋上）

0.111） 
・図は、上記の算出結果を 500m メッシュ単位で集計し表示 
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② 太陽光（土地系） 

太陽光（土地系）の導入ポテンシャルは、図 6-3 に示すとおりで、益田地域内にある空港付近

の建物が少ないエリアにおいて、高い導入ポテンシャルを有していますが、市域全体的に導入ポテ

ンシャルが少なくなっています。 

 

資料：環境省 REPOS の算定結果に地域区分を加筆 

図 6-3 太陽光（土地系）の導入ポテンシャル 

 

 

出典：令和３年度再エネ導入ポテンシャルに係る情報活用及び提供方策検討等調査委託業務報告書 

【推計式】 
導入ポテンシャル（kW）＝ 設置可能面積（m2）×設置密度（kW/m2） 

【備考】 
・設置可能面積は、各種統計データや GIS データを使用し、土地カテゴリー別の設置可能面積算定

係数（一般廃棄物最終処分場 1.0、田・畑 1.0（筆の 5m 内側のみ利用）、荒廃農地 0.474、た
め池 0.4）を乗じ算出 

・設置密度は、土地カテゴリー別に設定（一般廃棄物最終処分場 0.111、田・畑 0.04、荒廃農地
0.111、ため池 0.111） 

・土地カテゴリーが田・畑、ため池は、以下を除外 
①傾斜度 20 度以上、②自然公園（特別保護地区、第１種特別地域）、③原生自然環境保全地域、 
④自然環境保全地域（特別地区）、⑤鳥獣保護区（特別保護地区）、⑥世界自然遺産地域、 
⑦土砂災害特別警戒区域、⑧土砂災害警戒区域、⑨土砂災害危険箇所、⑩ 浸水想定区域（洪水）

浸水深 1.0m 以上 
・図は、上記の算出結果を 500m メッシュ単位で集計し表示 
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③ 風力（陸上風力） 

風力（陸上風力）の導入ポテンシャルは、図 6-4 に示すとおりで、匹見地域と市境・県境付近

に集中していることが確認されます。また、益田地域の西部においても、一部、導入ポテンシャル

を有しています。 

 
資料：環境省 REPOS の算定結果に地域区分を加筆 

図 6-4 風力（陸上風力）の導入ポテンシャル 

 

 
出典：令和３年度再エネ導入ポテンシャルに係る情報活用及び提供方策検討等調査委託業務報告書 

【推計式】 
導入ポテンシャル（kW）＝設置可能面積（km2）×10,000（kW/km2） 

【備考】 
・設置可能面積は、風況マップ（環境省作成：20 年平均値）から以下の条件を除外し推計 

①自然条件 
風速区分 5.5m/s 未満、標高 1,200m 以上、最大傾斜角 20 度以上、地上開度 75°未満 

②法規制 
国立・国定公園（特別保護地区、第１種特別地域）、都道府県立自然公園（第 1 種特別地域）、
原生自然環境保全地域、自然環境保全地域、鳥獣保護区のうち特別保護地区（国指定、都道府
県指定）、世界自然遺産地域、航空法による制限（制限表面） 

③土地利用等 
（都市計画区分）「準工業地域」、「工業地域」、「工業専用地域」を除く市街化区域／（土地利用
区区分）田、建物用地、道路、鉄道、河川地及び湖沼、海水域、ゴルフ場※「その他の農用
地」、「森林」、「荒地」、「その他の用地」、「海浜」が開発可能な土地利用区分となります 

④居住地からの距離 500m 未満 
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④ 風力（洋上風力） 

風力（洋上風力）の導入ポテンシャルは、図 6-5 に示すとおりで、日本海沿岸全域に確認され

ます。 

 
資料：環境省 REPOS の算定結果に地域区分を加筆 

図 6-5 風力（洋上風力）の導入ポテンシャル 

 

 
出典：令和元年度再エネ導入ポテンシャルに係る情報活用及び提供方策検討等調査委託業務報告書 

  

【推計式】 
 導入ポテンシャル(kW)＝設置可能面積(km2)×8,000 (kW/km2) 
【備考】  
・設置可能面積は、風況マップ（NEDO 作成：20 年平均値）から以下の条件を除外し推計 
 ①自然条件 
  風速区分 6.5m/s 未満、陸地から 30km 以上、水深 200m 以上 
 ②法規制 
  国立・国定公園（海域公園） 

出典：令和元年度再エネ導入ポテンシャルに係る情報活用及び提供方策検討等調査委託業務報告書 
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⑤ 中小水力 

中小水力の導入ポテンシャルは、図 6-6 に示すとおりで、匹見地域で確認されます。 

中小水力の導入ポテンシャルは、1,000kW 以下の小水力が大半を占めていますが、一部、

1,000～5,000kW の中水力のポテンシャルを有していることが確認されました。 

 

資料：環境省 REPOS の算定結果に地域区分を加筆 

図 6-6 中小水力の導入ポテンシャル 

 

 
出典：令和元年度再生可能エネルギーに関するゾーニング基礎情報等の整備・公開等に関する委託業務報告書 

  

【推計式】 
導入ポテンシャル(kW)＝ 流量（m3/s）×有効落差（m）×重力加速度（m/s2）×効率 

【備考】 
・導入ポテンシャルは、河川水路網上の合流点に設定した「仮想発電所」毎の発電出力（設備容量

kW） 
 効率は 0.72 とする 
 以下の条件を満たす仮想発電所の発電出力を合計し推計 
 ①発電単位 500 円/(kWh/年)以上 
 ②以下に示す法規制区分に該当しない 
 国立・国定公園(特別保護地区、第 1 種特別地域、都道府県立自然公園、原生自然環境保全地域、

自然環境保全地域、鳥獣保護区のうち特別保護地区(国指定、都道府県指定)、世界自然遺産地域 
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⑥ バイオマス 

バイオマスは、廃棄物系資源（食品廃棄物、建築発生木材、剪定枝、刈草）と未利用系資源（林

地残材、果樹剪定枝、農業残渣）を対象とし、メタン発酵ガス化発電もしくは燃焼発電することを

想定して、発電電力量及び発電容量を試算しました。 

バイオマスの導入ポテンシャルは、表 6-1 に示すとおりで、発電電力量ベースで

15,679.7MWh 程度のポテンシャルが想定されます。（発電容量：2.0MW） 

 

表 6-1 バイオマスの導入ポテンシャル 

総 計 
資源量 

（t/年） 

活用量 

（t/年） 

利用可能量 

（t/年） 

廃棄物系資源 178,112 157,720 20,392 

  

①家畜排泄物 111,115 110,033 1,082 

②食品廃棄物（一般） 8,194 0 8,194 

③食品廃棄物（事業系） 603 258 345 

④廃食用油（一般） 32 14 18 

⑤廃食用油（事業系） 35 17 18 

⑥製材廃材 - - - 

⑦建設発生木材 10,229 9,411 818 

⑧剪定枝（街路） - - - 

⑨剪定枝（公園） 7,860 84 7,776 

⑩刈草（道路） 3 0 3 

⑪刈草（公園） 1,276 10 1,266 

⑫刈草（河川） 879 7 872 

⑬下水し尿汚泥 37,886 37,886 0 

未利用系資源 22,637 6,150 16,487 

  

⑭林地残材 15,795 0 15,795 

⑮果樹剪定枝 502 0 502 

⑯稲わら 5,127 5,084 43 

⑰もみがら 1,213 1,066 147 

合計 200,749 163,870 36,879 

 

発電電力量 

（MWh/年） 

発電容量 

（MW） 

15,679.7 2.0 

出典：島根県バイオマス活用推進計画（島根県農林水産部、平成 25 年 3 月）     

益田市バイオマスタウン構想（益田市、平成 22 年 2 月）（林地残材のみ）     

※①～③、⑩～⑫、⑯、⑰は、メタン発酵ガス化発電を行うことを想定。（緑着色）     

⑦、⑨、⑭、⑮は、燃焼発電を行うことを想定。（赤着色） 

 

 
参考：廃棄物系バイオマス利活用導入マニュアル（環境省、平成 29 年 3 月） 

      令和 4 年度以降の調達価格等に関する意見（経済産業省、令和 4 年 2 月） 

 

 
参考：バイオマス賦存量・有効利用可能量の推計（（独）新エネルギー・産業技術総合開発機構、平成 22 年度） 

小規模木質バイオマス発電をお考えの方へ 導入ガイドブック 

（一般社団法人日本木質バイオマスエネルギー協会、平成 27 年度） 

【推計式：メタン発酵ガス化発電】  
・発電電力量＝バイオガス発生量(Nm3/年)×メタン濃度(％)×メタン発熱量(MJ/m3)×発電効率(％)

÷3.6(MJ/kWh) 
・バイオガス発生量(Nm3/年)＝バイオマス利用可能量（t/年）×バイオガス発生原単位(Nm3/t) 
・発電容量＝発電電力量(kWh/年)÷年間運転時間(h/年) 

【推計式：燃焼発電】 
・発電電力量＝利用可能熱量(GJ/年)×10^3（MJ/GJ）×発電効率(％)÷3.6(MJ/kWh) 
・利用可能熱量(GJ/年)＝バイオマス利用可能量（t/年）×発熱量(GJ/t) 
・発電容量＝発電電力量(kWh/年)÷年間運転時間(h/年) 
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⑦ 再生可能エネルギー（電気）導入ポテンシャルのまとめ 

本市の再生可能エネルギー（電気）の導入ポテンシャルは、表 6-2 に示すとおりで、約

1,620.6MW となっており、太陽光発電の導入ポテンシャルが約 57.3%と最も多くなっていま

す。 

また、導入ポテンシャルの約 1.7%しか導入が進んでおらず、再生可能エネルギーの導入を推進

していく必要があります。 

 

表 6-2 本市の再生可能エネルギー（電気）の導入ポテンシャル 

種類 区分 推計対象 導入ポテンシャル  導入実績 導入率 

再生可能 

エネルギー 

（電気） 

太陽光 

①建物系 

・戸建住宅等（屋根）、戸建住宅

等以外（屋上） 

②土地系 

・一般廃棄物最終処分場、田、畑、

荒廃農地、ため池 

928.1MW 

（57.3％） 
 26.9MW 2.9% 

風力 ①陸上風力 
681.3MW 

（42.0％） 
 0.004MW 0.0% 

中小水力 ①河川部、②農業用水路 
9.2MW 

（0.6％） 
 0.1MW 1.1% 

バイオマス 

①廃棄物系資源（食品廃棄物、建

築発生木材、剪定枝、刈草） 

②未利用系資源（林地残材、果樹

剪定枝、農業残渣） 

2.0MW 

（0.1％） 
 - - 

合計 

（発電力） 
- 1,620.6MW  27.0MW 1.7% 

合計 

(年間発電量) 
- 

2,806,441.9 

MWh/年 
 

35,508.7 

MWh/年 
1.3% 

参考：再生可能エネルギー情報提供システム［REPOS（リーポス）］（環境省 HP） 

島根県バイオマス活用推進計画（島根県農林水産部、平成 25 年３月） 

益田市バイオマスタウン構想（益田市、平成 22 年 2 月） 

廃棄物系バイオマス利活用導入マニュアル（環境省、平成 29 年 3 月) 

令和 4 年度以降の調達価格等に関する意見（経済産業省、令和 4 年 2 月） 

バイオマス賦存量・有効利用可能量の推計（（独）新エネルギー・産業技術総合開発機構、平成 22 年度） 

小規模木質バイオマス発電をお考えの方へ 導入ガイドブック 

（一般社団法人日本木質バイオマスエネルギー協会、平成 27 年度） 

 

 

 

  

【参考：導入ポテンシャルの年間発電電力量の目安】  

導入ポテンシャルの年間発電量は、一般家庭約 55.3 万世帯分の年間電力消費量に相当し、益田市

の全世帯（約 2.1 万世帯）で消費される電力をカバーすることができます。 

※中国地方における 1 世帯当たりの年間電力消費量を 5,047kWh/世帯として算定。 
参考：令和 2 年度 家庭部門の CO2 排出実態統計調査（確報値）（環境省） 
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3)  再生可能エネルギー（熱）の導入ポテンシャル 

① 太陽熱 

太陽熱の導入ポテンシャルは、図 6-7 に示すとおりで、益田地域内にある益田駅の付近等、比

較的建物が密集しているエリアで高いことが確認されます。 

 

資料：環境省 REPOS の算定結果に地域区分を加筆 

図 6-7 太陽熱の導入ポテンシャル 

 

 
出典：平成 25 年度再生可能エネルギーに関するゾーニング基礎情報整備報告書 

  

【太陽熱とは】 
太陽熱は、太陽から放たれた光を集熱器で集め、給湯や冷暖房で 
利用するシステムのことです。 

【推計式】 
導入ポテンシャル（MJ）＝設置可能面積（m2）×平均日射量 
（kWh/m2/日）×換算係数（MJ/kWh）×集熱効率×365 日 

【備考】 
・換算係数は 3.6、集熱効率は 0.4 とします。 
・設置可能面積を建築面積と同等、採熱率を地熱図データから想定 

するものとし、メッシュ単位で推計（その他の建物（商業施設、 
学校、オフィスビル等）は除外しています。） 

・メッシュ単位の太陽熱の導入ポテンシャルは Min（メッシュ単位の 
太陽熱の利用可能熱量、メッシュ単位の給湯熱需要量）を採用 

出典：環境省 HP 
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② 地中熱（ヒートポンプ） 

地中熱の導入ポテンシャルは、図 6-8 に示すとおりで、益田地域の中心市街地において、高い

ことが確認されます。 

 
資料：環境省 REPOS の算定結果に地域区分を加筆 

図 6-8 地中熱（ヒートポンプ）の導入ポテンシャル 

 

 
出典：平成 27 年度再生可能エネルギーに関するゾーニング基礎情報整備報告書  

【地中熱（ヒートポンプ）とは】 
地中熱（ヒートポンプ）とは、年間を通して温度が一定の地中を 
利用し、夏は外気より温度の低い地中に熱を放熱し、冬は外気 
より温度の高い地中から熱を採熱するシステムのことです。 

【推計式】 
導入ポテンシャル（Wh）＝採熱可能面積（m2） 
×採熱率（W/m）×地中熱交換井の密度（本/ m2） 
×地中熱交換井の長さ（m/本）×年間稼働時間（h/年） 
×補正係数 

【備考】 
・採熱可能面積を建築面積と同等、採熱率を地熱図データから 

想定するものとし、メッシュ単位で推計 
・メッシュ単位の地中熱の導入ポテンシャルは Min（メッシュ単位の地中熱利用の利用可能熱量、

メッシュ単位の冷暖房熱需要量）を採用 

出典：環境省 HP 
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③ 再生可能エネルギー（熱）導入ポテンシャルのまとめ 

本市の再生可能エネルギー（熱）の導入ポテンシャルは、表 6-3 に示すとおりで、約

2,965,233GJ/年となっており、その内、約 91.2％が地中熱、約 8.8％が太陽熱の導入ポテン

シャルとなっています。 

 

表 6-3 再生可能エネルギー（熱）の導入ポテンシャル 

種類 区分 推計対象 導入ポテンシャル 

再生可能 

エネルギー 

（熱） 

太陽熱 
戸建住宅、共同住宅、宿泊施設、余暇レジャー施設、医療施設 

※その他の建物（商業施設、学校、オフィスビル等）は除く 
260,199.0 GJ/年 

地中熱 
商業施設、学校、余暇・レジャー施設、宿泊施設、医療施設、

公共施設、大規模住宅・オフィスビル、一般住宅 
2,705,034.1 GJ/年 

合計 

(年間発熱量) 
- 2,965,233.0 GJ/年 

参考：再生可能エネルギー情報提供システム［REPOS（リーポス）］（環境省 HP） 

令和 2 年度 家庭部門の CO2 排出実態統計調査（確報値）（環境省） 

EDMC/エネルギー・経済統計要覧(2022 年版)（一般社団法人 日本エネルギー経済研究所 計量分析ユニット） 

 

 

 

 

 

  

【参考：導入ポテンシャルの年間発熱量の目安】  

年間発熱量は、一般家庭約 18.3 万世帯分の年間のエネルギー消費量（熱量換算）に相当し、益田

市の全世帯（約 2.1 万世帯）で消費されるエネルギー（熱量）をカバーすることができます。 

※中国地方における 1 世帯当たりの年間エネルギー消費量（熱量換算）を 28.83GJ/世帯とし
て、その内、冷房用・暖房用・給湯用で 56.23％使われると仮定して算定。 
参考：令和 2 年度 家庭部門の CO2 排出実態統計調査（確報値）（環境省）                                        

EDMC/エネルギー・経済統計要覧(2022 年版)（一般社団法人 日本エネルギー経済研究所 計量分析ユニット） 
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4)  まとめ 

本市の再生可能エネルギーの導入ポテンシャルは表 6-4 に示すとおりで、現在の技術動向等を

踏まえると、『太陽光発電』及び『風力発電』、『太陽熱利用』の導入の有用性が最も高いと考えら

れます。 

 

表 6-4 再生可能エネルギーの導入ポテンシャル及び導入の有用性 

種類 区分 導入ポテンシャル 導入の有用性 

電気 

太陽光  928.1 MW ◎ 

本市での導入ポテンシャルは高く、既に普及してい

る技術です。発電コストは事業用が 12.9 円/kWh、

住宅用が 17.7 円/kWh 程度であり、火力発電と比

較しても遜色はなく、導入においては建物・土地な

ど、適用の範囲が広い点が特徴です。将来的にも発

電コストの低廉化が見込まれており、導入・普及の

実現性は最も高くなっています。 

陸上風力   681.3 MW ○ 

風力発電は、風速 5.5m/s 以上の風速が確保される

ことが望ましく、本市においても高い導入ポテンシ

ャルが確認されています。ただし、風力発電の導入

は、鳥類への影響や騒音・低周波音の発生といった

環境への影響を配慮する必要があり、事業規模や導

入するサイトの個別条件を踏まえた導入可否、実現

性を判断する必要があります。発電コストは 19.8

円/kWh 程度であり、太陽光発電よりも高くなって

います。 

洋上風力 - △ 

洋上風力は国が先導的に進めており、現段階では普

遍的な技術となっていません。また、発電コストは

30.0 円/kWh 程度であり、太陽光発電や陸上風力

発電よりも高くなっています。 

将来的に導入の可能性はあります。 

中小水力        9.2 MW △ 

導入ポテンシャルの多くは「1,000kW 以下」の小

水力となっており、発電コストが 25.3 円/kWh 程

度と太陽光発電よりも高く、水利権等の課題も挙げ

られます。一部、「1,000kW－5,000kW 未満」の

中水力のポテンシャルも有していますが、水利権等

の課題が挙げられます。 

バイオマス    2.0 MW △ 

バイオマスの導入ポテンシャルは一定程度存在して

います。導入においては、資源調達体制の構築やプ

ラント整備・運営が必要となり、事業採算性が確保

された導入が求められます。そのため、様々な課題

をクリアすることで導入が可能となります。 

地熱 - × 導入ポテンシャルはありません。 

熱 

太陽熱   260,199.0 GJ/年 ○ 

太陽熱利用は、普遍的な技術であり、導入コストは

約 30～90 万円/戸程度です。地中熱利用よりも導

入が容易と考えられるため、実現性は高いものの、

太陽光発電との併設が出来ないことに留意する必要

があります。 

地中熱 2,705,034.1 GJ/年 △ 

導入ポテンシャルは高いものの、導入事例が全国で

も少なく（8,347 件（2019 年度末(令和元年度

末)））、導入コストが大きな課題であり、コスト低

減、普及の拡大が望まれている技術となっていま

す。実績として、地中熱利用ヒートポンプシステム

の導入費用は 300 万円/戸程度となっています。 

将来的に導入の可能性はあります。 
◎：有用性が非常に高い  ○：有用性が高い  △：有用性が低い  ×：有用性が無い  
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再生可能エネルギーの導入目標 

本市の 2030 年度(令和 12 年度)における再生可能エネルギーの導入目標について、以下に示す考

え方から設定しました。なお、数値目標については、技術レベルが普及段階であり、市民・事業者・行

政が比較的導入がしやすい太陽光発電に限定して設定しました。 

 

①国が公表している計画に示された数値目標の達成を目指した目標設定 

②市民・事業者へのアンケート調査から把握できた各主体の意向を踏まえた目標設定 

 

1)  国が公表している計画に示された数値目標の達成を目指した目標設定 

「第 6 次エネルギー基本計画（令和 3 年 10 月、閣議決定）」や「2030 年度におけるエネル

ギー需給の見通し（関連資料）（令和 3 年 10 月、資源エネルギー庁）」で掲げられている目標数

値を用いて、再生可能エネルギーの導入目標を試算した結果、47.4ＭＷの太陽光発電の新規導入

が必要と試算されます。（表 6-5 参照） 

 

表 6-5 国が公表している計画に示された数値目標の達成を目指した目標設定 

 
2030 年度の益田

市電力需要量※1 

① 

必要な 

発電電力量※2 

②＝①×38％ 

必要となる 

再エネ設備容量※3 

既に導入されている 

再エネ設備容量※4 

導入が必要となる

再エネ設備容量 

太陽光発電 

(10kW 未満) 
－ 16,781 MWh 14.0 MW 5.1 MW 8.9 MW 

太陽光発電 

(10kW 以上) 
－ 79,805 MWh 60 MW 21.8 MW 38.5 MW 

風力発電 － 9 MWh 0.004 MW 0.004 MW 0 MW 

水力発電 － 526 MWh 0.1 MW 0.1 MW 0 MW 

地熱発電 － 0 MWh 0 MW 0 MW 0 MW 

バイオマス発電 － 0 MWh 0 MW 0 MW 0 MW 

合 計 255,579 MWh 97,120 MWh 74.4 MW 27.0 MW 47.4 MW 

※１ 「2030 年度におけるエネルギー需給の見通し（関連資料）（令和 3 年 10 月、資源エネルギー庁）」を踏まえ、電力使用量

を基準年（2013 年度(平成 25 年度)）の 87.3％に設定しています。 

2013 年度(平成 25 年度)の電力使用量は、「都道府県別エネルギー消費統計（経済産業省資源エネルギー庁）」に公表されて

いる島根県の電力使用量から、従業者数・製造品出荷額、世帯数を用いた案分計算によって試算しており、292,760MWh

に設定しています。 

※２ 必要な再生可能エネルギー由来の電力量は、「第 6 次エネルギー基本計画（令和 3 年 10 月、閣議決定）」を踏まえ電力使用

量の 38％とし、再生可能エネルギー種別の必要は発電電力量は、既設の再生可能エネルギーの発電電力量の割合を用いて按

分試算をしています。 

※３ 発電電力量から設備利用率(環境省資料から太陽光発電(10kW 未満)は 13.7％、太陽光発電(10kW 以上)は 15.1％を採用)

及び年間時間(8,760 時間/年)を除して試算しています。 

※４ 自治体排出量カルテ（環境省）に示された 2020 年度(令和 2 年度)時点の数値を採用しています。 

※５ 端数処理の関係上、計算値が一致しない場合があります。 
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2)  市民・事業者へのアンケート調査から把握できた各主体の意向を踏まえた目標設定 

太陽光発電を『導入する余地がある』と回答した市民・事業者の割合を用いて、再生可能エネル

ギーの導入目標を試算した結果、50.1ＭＷの太陽光発電の新規導入が見込まれます。（表 6-6 参

照） 

 

表 6-6 市民・事業者へのアンケート調査から把握できた各主体の意向を踏まえた目標設定 

 
総世帯数/総事業所数 

太陽光発電について、 

導入の余地がある 

と回答した割合 

1 世帯/1 事業所あたり

の設備容量※1 

導入が見込める 

太陽光発電設備容量 

市 民 21,374 世 帯 20.3 ％ 5.8 kW 25.2 MW 

事業者 2,629 事業所 31.6 ％ 30.0 kW 24.9 MW 

合 計 － － － 50.1 MW 

※１ 市 民：アンケート調査結果から把握できた太陽光発電の導入容量の平均値を採用します。 

事業者：小規模事業用（10～50kW）を想定し、中央値である 30kW を採用します。 

 

 

3)  本市の再生可能エネルギーの導入目標 

本市の 2030 年度(令和 12 年度)における再生可能エネルギーの導入目標は、国が公表してい

る計画に準拠すると 47.4MW の太陽光発電の導入が必要となっていますが、市民・事業者アンケ

ート調査を踏まえると、最大 50.1MW の太陽光発電の導入が見込まれます。 

そのため、本市における太陽光発電は、47.4MW の導入を目指すとともに、太陽光発電の最大

限の導入を図るために 50.1MW の導入を目指すものとします。 

なお、太陽光発電以外の再生可能エネルギーの導入については、地域毎の自然的条件・社会的条

件を考慮した上で、最大限導入することを目指すものとします。 

 

 

  

【再生可能エネルギーの導入目標】 

①2030 年度(令和 12 年度)までに、太陽光発電を 4７.４ＭＷ新規導

入することを目標とします。また、太陽光発電の最大限導入に向け

て 50.1ＭＷの新規導入することを意欲的な目標とします。 

 

②太陽光発電以外の再生可能エネルギーについて、自然的・社会的条

件を加味しながら、最大限導入することを目指します。 
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7．脱炭素社会の実現に向けた将来ビジョン 

本市が温室効果ガス排出量の削減目標（2030 年度(令和 12 年度)に 2013 年度(平成 25 年度)比

で 46％削減）や長期目標（2050 年度(令和 32 年度)までに温室効果ガス排出量実質ゼロ）の達成を

目指していく上で、本市の将来ビジョン（2050 年における本市のあるべき姿）を次ページに整理し

ました。 

なお、本市の将来ビジョンは、以下に示す２つの視点から整理しました。 

 

視点①：市民・事業者へのアンケート調査などから把握できた本市の課題と課題解決を図った際

に、達成することが考えられる将来ビジョン 

視点②：国が公表している「地域脱炭素ロードマップ（令和３年６月９日、国・地方脱炭素実現

会議）」の中で示された８つの脱炭素の基盤となる重点対策に係る本市の課題と課題解決

を図った際に、達成することが考えられる将来ビジョン 

 

 

  

【参考：地域脱炭素ロードマップ（令和３年６月９日、国・地方脱炭素実現会議）】  

「地域脱炭素ロードマップ」は、地域課題を解決し、地域の魅力と質を向上させた地方創生に資

する脱炭素化を目指すにあたって、2030 年(令和 12 年)までに集中して行う取組・施策を中心

に、地域の成長戦略ともなる地域脱炭素の行程と具体策を整理した計画となっています。 

「地域脱炭素ロードマップ」の中では、以下に示す８つの脱炭素の基盤となる重点対策が整理さ

れています。 

 

重点対策①：屋根置きなど自家消費型の太陽光発電 

重点対策②：地域共生・地域裨益型再エネの立地 

重点対策③：公共施設など業務ビル等における徹底した省エネと再エネ電気調達と更新や改修

時の ZEB 化誘導 

重点対策④：住宅・建築物の省エネ性能等の向上 

重点対策⑤：ゼロカーボンドライブ 

重点対策⑥：資源循環の高度化を通じた循環経済への移行 

重点対策⑦：コンパクト・プラス・ネットワーク等による脱炭素型まちづくり 

重点対策⑧：食料・農林水産業の生産力向上と持続性の両立 
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産業部門における 2050 年の姿 
・工場等の屋根、用地には再エネ設備が標準的に設置。 

・再エネにより発電した電力及び熱の調達が標準化。 

・未利用エネルギーや次世代エネルギーの利用が普及。 

・エネルギー事業を通じ、地域経済が活性化。 

・特定排出事業所を含む全ての企業の脱炭素社会に対する意識が向上し、自発的な脱

炭素化が実現。 

業務その他部門における 2050 年の姿 
・事業所等には再エネ設備が標準的に設置。 

・再エネにより発電した電力及び熱の調達が標準化。 

・ビル等の事業所は ZEB 化が標準化。 

・公用車、社用車の全ては次世代自動車。 

・食品ロス、プラスチック等のごみ減量、循環型社会の実現。 

・事業者の脱炭素社会への意識が高く、自発的な省エネ行動等の取組が浸透。 

家庭部門における 2050 年の姿 
・住宅の屋根には再エネ設備が標準的に設置。 

・再エネにより発電した電力及び熱の調達が標準化。 

・住宅は、ZEH 化が標準化。 

・自家用車は、次世代自動車。 

・生ごみ、プラスチック等のごみ減量、循環型社会の実現。 

・市民の脱炭素社会への意識が高く、自発的な省エネ行動等の取組が浸透。 

運輸部門における 2050 年の姿 
・全ての自動車は、次世代自動車。 

・市域には、EV/PHV/FCV の充電設備等が充実。 

・ゼロカーボンドライブが定着。 

・多くの市民・事業者が公共交通機関や自転車を利用。 

・公共交通機関の次世代モビリティ化とコンパクトシティ・プラス・ネットワークの

実現。 
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8．脱炭素社会の実現に向けた施策 

脱炭素社会の実現に向けた施策 

脱炭素社会の実現に向けた施策は、前計画の施策を踏まえた４つの基本方針に基づき、取り組んで

いくものとします。 

 

【基本方針①】再生可能エネルギーの導入 

【施 策】 

 ̧ 太陽光、バイオマス、風力、太陽熱等の化石燃料以外の再生可能エネルギーの導入を促

進します。 

 ̧ 水素や燃料アンモニアといった次世代エネルギーの導入を推進します。 

 ̧ 導入可能な建築物や用地への太陽光発電や蓄電池等の導入を推進します。 

 ̧ 再生可能エネルギーの地産地消を推進します。 

 ̧ 再生可能エネルギー由来の電力の調達を推進します。 

 ̧ 設置可能な公共施設へ太陽光発電を積極的に導入します。 
【関連計画：益田市地球温暖化対策実行計画（事務事業編）】 

 ̧ 市民・事業者に対して、再生可能エネルギー設備の導入に関する情報の周知・啓発に努

めます。 

【関連のある益田市版 SDGs】 

 
【再生可能エネルギーの導入により期待される効果】 
Â 本市内でのエネルギーの自給率が向上し、エネルギー代金に係る支出の削減が期待されます。 

Â 非常時においても、エネルギーの確保が行いやすく、防災力の向上に繋がることが期待されます。 

Â 本市内での事業活動が活発となり、地域経済の活性化が期待されます。 

Â 市民・事業者の環境に対する意識の向上が期待されます。 

  

【参考：太陽光発電の具体的な導入事例 ～ PPA 事業 ～】  

PPA（Power Purchase Agreement）とは電力販売契約という意味で第三者モデルともよばれて

います。家庭や企業、自治体等が保有する住宅や事業所、施設等の屋根や遊休地を事業者が借り、

無償で発電設備を設置し、発電した電気を自家消費することで電気料 と CO２排出の削減ができま

す。設備の所有は第三者（事業者または別の出資者）が持つ形となるので、資産保有をすることな

く再エネ利用が実現できます。 

初期投資不要で太陽光発電を導入することはできますが、契約期間が長期間（10～20 年間）とな

ることに留意する必要があります。 

 
出典：環境省 HP            
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【基本方針②】省エネ行動や省エネ機器への転換 

【施 策】 

 ̧ 省エネ行動（冷暖房の適温設定、エコドライブ等）を積極的に実践するとともに、市

民・事業者に対して省エネ行動の実践を促進します。 
【関連計画：益田市地球温暖化対策実行計画（事務事業編）】 

 ̧ 高効率の機器（省エネ型エアコン、LED 等）や設備の普及を進めます。 
【関連計画：益田市地球温暖化対策実行計画（事務事業編）】 

 ̧ COOL CHOICE（クール・チョイス）の取組を推進するとともに、市民・事業者へ周

知・啓発に努めます。 
【関連計画：益田市地球温暖化対策実行計画（事務事業編）】 

 ̧ 既存住宅・建築物の省エネ改修の促進や ZEH 住宅や ZEB 建築物の新築住宅・建築物の

普及に努めます。 

 ̧ 公共交通機関や自転車の利用を促進します。 
【関連計画：益田市地域公共交通計画、益田市自転車活用推進計画】 

 ̧ 電気自動車やハイブリッド自動車といった次世代型自動車の普及を進めます。 

【関連のある益田市版 SDGs】 

 
【省エネ行動や省エネ機器への転換により期待される効果】 
Â ムダのないエネルギーの使用により、エネルギー代金に係る支出の削減が期待されます。 

Â 断熱性能の向上や自転車の利用などにより、心身の健康が高まることが期待されます。 
Â 市民・事業者の環境に対する意識の向上が期待されます。 

  

【参考：ZEH 住宅・ZEB 建築物】  

ZEH とは「Net Zero Energy House（ネット・ゼロ・エネルギー・ハウス）」の略称で、家庭で

使用するエネルギーと、太陽光発電などで創るエネルギーをバランスして、1 年間で消費するエネ

ルギーの量を実質的にゼロ以下にする家ということです。 

ZEH とすることにより、高い断熱性能や高効率設備の利用による月々の光熱費を安く抑えることが

できます。また、高断熱の家は、室温を一定に保ちやすいので、夏は涼しく、冬は暖かい、快適な

生活が送れます。さらに、冬は、効率的に家全体を暖められるので、急激な温度変化によるヒート

ショックによる心筋梗塞等の事故を防ぐ効果もあります。 

 

 

 

 

 

出典：省エネポータルサイト（資源エネルギー庁） 

ZEB とは「Net Zero Energy Building（ネット・ゼロ 

・エネルギー・ビル）」の略称で、快適な室内環境を実現 

しながら、建物で消費する年間の一次エネルギーの収支を 

ゼロにすることを目指した建物のことです。建物の中では 

人が活動しているため、エネルギー消費量を完全にゼロに 

することはできませんが、省エネによって使うエネルギー 

をへらし、創エネによって使う分のエネルギーをつくるこ 

とで、エネルギー消費量を正味（ネット）でゼロにするこ 

とができます。                         出典：ZEB PORTAL（環境省） 
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【参考：省エネ行動に伴う省エネ効果の事例①】 

省エネ行動に伴う省エネ効果の事例は、以下に示すとおりです。（省エネポータルサイト（資源エ

ネルギー庁）を参考に作成しています。） 

 

≪エアコン≫ 

省エネ行動 
CO2 削減効果 

(kg-CO2/年) 

節電効果 

（円/年） 

冷やしすぎに注意し、無理のない範囲で室内温度を上げる。 
外気温度 31℃の時、エアコン（2.2kW）の冷房設定温度を 27℃から 1℃上げた場合（使用

時間：9 時間／日） 
14.8 約 940 円 

冬の暖房時の室温は 20℃を目安に。 
外気温度 6℃の時、エアコン（2.2kW）の暖房設定温度を 21℃から 20℃にした場合（使用

時間：9 時間／日） 

25.9 約 1,650 円 

フィルターを月に 1 回か 2 回清掃。 
フィルターが目詰りしているエアコン（2.2kW）とフィルターを清掃した場合の比較 

15.6 約 990 円 

 

≪冷蔵庫≫ 

省エネ行動 
CO2 削減効果 

(kg-CO2/年) 

節電効果 

（円/年） 

ものを詰め込みすぎない。 
詰め込んだ場合と、半分にした場合の比較 

21.4 約 1,360 円 

設定温度は適切に。 
設定温度を「強」から「中」にした場合（周囲温度 22℃） 

30.1 約 1,910 円 

壁から適切な間隔で設置。 
上と両側が壁に接している場合と片側が壁に接している場合の比較 

22.0 約 1,400 円 

 

≪照明器具≫ 

省エネ行動 
CO2 削減効果 

(kg-CO2/年) 

節電効果 

（円/年） 

電球形蛍光ランプに取り替える。 
54W の白熱電球から 12W の電球形蛍光ランプに交換（年間 2,000 時間使用） 

41.0 約 2,600 円 

電球形 LED ランプに取り替える。 
54W の白熱電球から 9W の電球形 LED ランプに交換（年間 2,000 時間使用） 

43.9 約 2,790 円 

 

≪お風呂・トイレ≫ 

省エネ行動 
CO2 削減効果 

(kg-CO2/年) 

節電効果 

（円/年） 

入浴は間隔をあけずに。 
2 時間の放置により 4.5℃低下した湯（200L）を追い焚きする場合（1 回/日） 

85.7 約 6,190 円 

シャワーは不必要に流したままにしない。 
45℃の湯を流す時間を 1 分間短縮した場合 

28.7 約 3,210 円 

暖房便座の温度は低めに。 
便座の設定温度を一段階下げた（中→弱）場合（貯湯式）（冷房期間はオフ） 

12.9 約 820 円 

 

≪テレビ・パソコン≫ 

省エネ行動 
CO2 削減効果 

(kg-CO2/年) 

節電効果 

（円/年） 

テレビを見ないときは消す。 
1 日 1 時間テレビ（32V 型）を見る時間を減らした場合 

8.2 約 520 円 

テレビの画面は明るすぎないように。 
テレビ（32V 型）の画面の輝度を最適（最大→中間）にした場合 

13.2 約 840 円 

パソコンを使わないときは、電源を切る。 
1 日 1 時間利用時間を短縮した場合 

ﾃﾞｽｸﾄｯﾌﾟ:15.4 

ノート:2.7 

約 980 円 

約 170 円 
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【参考：省エネ行動に伴う省エネ効果の事例②】 
 

≪ガス・石油ファンヒーター≫ 

省エネ行動 
CO2 削減効果 

(kg-CO2/年) 

節電効果 

（円/年） 

ガスファンヒーターを必要な時だけつける。 
1 日 1 時間運転を短縮した場合（設定温度：20℃） 

18.3 約 1,320 円 

石油ファンヒーターを必要な時だけつける。 
1 日 1 時間運転を短縮した場合（設定温度：20℃） 

25.4 約 880 円 

 

≪調理器具≫ 

省エネ行動 
CO2 削減効果 

(kg-CO2/年) 

節電効果 

（円/年） 

野菜の下ごしらえに電子レンジを活用。 
【ガスコンロ】から【電子レンジ】に変えた場合 

葉菜：12.2 

果菜：13.0 

根菜：10.5 

約 940 円 

約 1,000 円 

約 860 円 

電気ポットを長時間使用しないときはプラグを抜く。 
電気ポットに満タンの水 2.2L を入れ沸騰させ、1.2L を使用後、6 時間保温状態にした場合

と、プラグを抜いて保温しないで再沸騰させて使用した場合の比較 

52.4 約 3,330 円 

ガスコンロの炎がなべ底からはみ出さないように調節。 

水 1L（20℃程度）を沸騰させる時、強火から中火にした場合（1 日 3 回） 
5.3 約 390 円 

 

≪洗濯・掃除≫ 

省エネ行動 
CO2 削減効果 

(kg-CO2/年) 

節電効果 

（円/年） 

洗濯物はまとめ洗いを。 
定格容量（洗濯・脱水容量：6kg）の 4 割を入れて洗う場合と、8 割を入れて洗う回数を半

分にした場合の比較 
2.9 約 4,510 円 

自然乾燥を併用する。 
自然乾燥 8 時間後、未乾燥のものを補助乾燥する場合と乾燥機のみで乾燥させる場合の比較

（2 日に 1 回使用） 
192.6 約 12,230 円 

部屋を片付けてから掃除機をかける。 

利用する時間を、1 日 1 分短縮した場合 
2.7 約 170 円 

 

≪自動車≫ 

省エネ行動 
CO2 削減効果 

(kg-CO2/年) 

節電効果 

（円/年） 

ふんわりアクセル「e スタート」 
5 秒間で 20km/h 程度に加速した場合。 

194.0 約 11,950 円 

加減速の少ない運転 68.0 約 4,190 円 

早めのアクセルオフ 42.0 約 2,590 円 

アイドリングストップ。 
5 秒の停止で、アイドリングストップ。 

40.2 約 2,480 円 
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【基本方針③】地域環境の整備及び改善 

【施 策】 

 ̧ 森林の適正な管理を進め、森林の有する多面的機能（温室効果ガスの吸収源、土砂災害

防止機能等）の確保に努めます。 
【関連計画：益田市地球温暖化対策実行計画（事務事業編）、益田市森林整備計画】 

 ̧ 自然環境と調和した持続可能なまちづくりを進めます。 
【関連計画：益田市都市計画マスタープラン】 

 ̧ 「コンパクトシティ・プラス・ネットワーク」の考え方に基づいたまちづくりを進めま

す。 
【関連計画：益田市立地適正化計画、益田市地域公共交通計画】 

 ̧ 次世代自動車の普及に必要となる充電スタンド等の環境整備を推進するとともに、ゼロ

カーボンドライブが可能となる環境整備を推進します。 

 ̧ 自転車を快適に利用することができる自転車通行空間の整備を推進します。 
【関連計画：益田市自転車活用推進計画】 

 ̧ 地域資源を活用した持続可能な一次産業の構築を推進します。 

【関連のある益田市版 SDGs】 

 

 
【地域環境の整備及び改善により期待される効果】 
Â 森林の適正な管理により、生物多様性の保全や土砂災害の防止、洪水の緩和、美しい景観の形成、自然

とのふれあいの場の創出、木材の生産といった様々な効果が期待されます。 

Â 自然環境との調和やアクセス性の向上により、地域の魅力が向上し、住みやすい街・行ってみたい街・

住んでみたい街になることが期待されます。 
Â 営農型太陽光発電などの導入や次世代有機農業に関する技術の確立、森林の適正な管理体制の構築を推

進することにより、一次産業の発展が期待されます。 
Â 自転車通行空間の整備により、自転車の利用が促進され、心身の健康が高まることが期待されます。ま

た、自転車事故の低減も期待されます。 
Â 市民・事業者の環境に対する意識の向上が期待されます。 

 

 

  

【参考：ゼロカーボンドライブ】 

ゼロカーボンドライブとは、太陽光や風力などの再生可能エネルギーを 

使って発電した電力（再エネ電力）と電気自動車（EV）、プラグインハ 

イブリッド車（PHEV）、燃料電池自動車（FCV）といった次世代自動 

車を活用した、走行時の CO２排出量がゼロのドライブです。 



 

47 

【基本方針④】循環型社会の形成 

【施 策】 

 ̧ ますだ循環型社会の形成のため、2028 年度(令和 10 年度)のごみ総排出量を 2017 年

度(平成 29 年度)比で 10％以上削減し、廃棄物の発生を抑制していきます。 
【関連計画：益田市一般廃棄物処理基本計画、益田市地球温暖化対策実行計画（事務事業編）】 

 ̧ 2028 年度(令和 10 年度)の廃棄物のリサイクル率（資源ごみの比率）を 21％以上に

向上させます。 
【関連計画：益田市一般廃棄物処理基本計画、益田市地球温暖化対策実行計画（事務事業編）】 

【関連のある益田市版 SDGs】 

 
【循環型社会の形成により期待される効果】 
Â ごみの減量により、ごみ処理経費の削減が期待されます。 

Â 食品ロスの削減により、食育の向上が期待されます。 
Â 廃プラスチックの削減により、海洋環境の保全が期待されます。 
Â 市民・事業者の環境に対する意識の向上が期待されます。 

 

 

 

市民・事業者・行政の役割 

地球温暖化対策を講じるにあたって、市民・事業者・行政それぞれの役割は以下に示すとおりです。 

 

 

 

 

  

◇市民の役割◇ 

地球温暖化に関心を持ち、理解を深め、ライフスタイルを見直し、日々の生活の中で温暖化防止

行動を進めていきます。 

◇事業者の役割◇ 

地球温暖化に関心を持ち、再資源化や再利用など、各事業所独自の温暖化防止の取組などの企業

努力により、日々の事業活動の中で温暖化防止行動を進めていきます。 

◇行政の役割◇ 

温暖化防止関連の情報提供や啓発活動などを実施します。また、本市が率先して脱炭素社会の実

現に向けた取組を進め、その効果を毎年公表します。 
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9．計画の推進 

庁内の推進体制 

本計画に掲げた地球温暖化対策を推進するためには、市民・事業者・行政等が互いに連携・協力し、

それぞれの立場で地球温暖化対策に取り組むことが必要です。 

本市では、庁内に「益田市地球温暖化対策推進本部」を設置し、地球温暖化対策の推進に向けた各

主体の自発的かつ具体的な行動を促進するとともに、益田市環境審議会の提言等を反映させることで

実効性のある取組を展開します。（図 9-1 参照） 

 

 
図 9-1 推進体制図 
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PDCA サイクルとは？ 

進行管理 

本計画の進行管理は、毎年、温室効果ガス排出量の把握を行い、実態の点検・評価を行うことで実

施します。庁内推進体制は、益田市地球温暖化対策推進本部により、各部局における地球温暖化対策・

施策の総合調整を図るなど、全庁的な計画の推進体制を構築します。また、各部局の地球温暖化対策・

施策の実施状況を点検・評価し、適宜見直しを行っていきます。 

実施状況は「益田市環境審議会」に報告し、追加の対策や事業計画の見直し等のご意見により、施

策や具体的な取組を検討いたします。 

また、国及び県の戦略、地球温暖化対策との方向性、益田市のあらゆる状況を踏まえ、適宜計画の

見直しを行うものとします。 

 

なお、計画の推進にあたっては、「PDCA サイクル」に沿って管理していきます。 

Plan 

（計画） 

○目標設定、各取組の計画を策定 

○事業化、予算化 

○計画の見直し 

Do 

（実施） 

○計画に基づく施策・事業の推進 

○各部局における地球温暖化対策・施策の総合調整 

○各主体の協働による取組促進 

Check 

（点検・評価） 

○温室効果ガス排出量の算定・要因分析 

○施策・事業の進捗状況の点検・評価及び分析 

○益田市環境審議会への報告、意見聴収 

○ホームページ等による進捗状況や取組成果の公表 

Action 

（見直し） 

○計画内容、実施内容の見直し 

○追加対策の検討、施策・事業の見直し 
 

 

 

[Plan：計画]→[Do：実行]→[Check：点検]→[Action：見直し]を 1 サイクルとし、 

この一連の流れで計画を推進することで実効性の確保を行うものです。 

 

 

公表 

益田市の温室効果ガス排出量及び施策・取組ごとの進捗状況の点検、評価内容等については、ホー

ムページ等を通じて公表し、情報の共有に努めます。  
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1．前計画の評価 

前計画の検証 

1)  前計画の温室効果ガスの削減目標 

2013 年度(平成 25 年度)に策定した前計画の温室効果ガスの削減目標は、「基準年対比で

2020 年度(令和 2 年度)までに６％削減」を掲げていました。 

 

基 準 年 1990 年度(平成 2 年度) 

計 画 期 間 2012 年度(平成 24 年度)～2020 年度(令和 2 年度) 

対象とする温室効果ガス 二酸化炭素（CO2） 

対 象 地 域 益田市全域 

削 減 目 標 対象地域から排出される温室効果ガス量を、基準年対比で 6％削減 

 

2)  前計画期間の温室効果ガス排出量 

前計画の計画期間中の温室効果ガス排出量は、下表及び下図に示すとおりで、本計画の策定時点

で把握可能な最新年度 2018 年度(平成 30 年度)では 19.1％減（1990 年度(平成 2 年度)比）と

なっています。ただし、前計画と本計画における温室効果ガス排出量の推計手法は、異なっている

ため、数値が異なっていることに留意する必要があります。 

 

単位：千 t-CO2 

年度 

 

部門・分野 

基準年度 

1990 

(H2) 

 
開始年度 

2012 

(H24) 

 

2013 

(H25) 

 

2014 

(H26) 

 

2015 

(H27) 

 

2016 

(H28) 

 

2017 

(H29) 

最新年度 

2018 

(H30) 

産業部門 230   103 101 106 113 101 106 95 

業務その他部門 52   118 114 118 167 100 90 85 

家庭部門 71   125 109 110 94 101 111 88 

運輸部門 98   105 103 101 100 98 97 95 

廃棄物分野（一般廃棄物） 3   4 4 3 3 3 3 3 

温室効果ガス排出量 454   454 432 437 476 402 407 367 

基準年度（1990(H2)）比 -   0.1% -4.8% -3.6% 5.0% -11.4% -10.3% -19.1% 

 
 

※ 本計画に示している前計画の計画期間中の温室効果ガス排出量の推移は、算定に使用するデータの計算方法が変更となった 

ことにより過去に遡及して値の見直しが行われたため、前計画に掲載されている温室効果ガス排出量とは異なっています。 

454 454
432 437

476

402 407

367目標6.0%削減

426千t-CO2
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(H30)

（千t-CO2） 産業部門 業務その他部門 家庭部門 運輸部門 廃棄物分野

19.1％減 
（1990 比） 
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3)  前計画の温室効果ガスの削減目標の検証 

先に述べたとおり、前計画の温室効果ガス削減目標 6％減に対し、最新年度の 2018 年度(平成

30 年度)の温室効果ガス削減率は 19.1％減で、削減目標を大きく上回る状況となっています。 

2019 年度(令和元年度)以降の各部門・分野の活動量において、大企業の誘致などの大幅な増加

要因が想定されないことや、下図に示す中国電力の CO２排出係数も減少傾向であることから、前

計画の削減目標は最終年度 2020 年度(令和 2 年度)において達成できると想定されます。 

 
出典：地方公共団体実行計画策定・実施支援サイト（電気事業者毎の排出係数一覧）（環境省 HP） 
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2．温室効果ガス排出量の推計手法 

本市の温室効果ガス排出量は、「地方公共団体実行計画（区域施策編）策定・実施マニュアル（本編）

（令和 4 年 3 月、環境省大臣官房環境計画課）」及び「地方公共団体実行計画（区域施策編）策定・

実施マニュアル（算定手法編）（令和 4 年 3 月、環境省大臣官房環境計画課）」を踏まえて推計してお

り、下表に示す部門・分野の温室効果ガス排出量を把握しました。 

 

ガ
ス
種 

部門・分野 

その他の市町

村の算定対象

(マニュアル上) 

把握した本市の温室効果ガス排出量及び推計手法 

エ
ネ
ル
ギ
ー
起
源
CO2 

産業部門 

製造業 ● ○ 『カテゴリＤ 事業所排出量積上法』により算定 

建設業・鉱業 ● ○ 『カテゴリＡ 都道府県別按分法』により算定 

農林水産業 ● ○ 『カテゴリＡ 都道府県別按分法』により算定 

業務その他部門 ● ○ 『カテゴリＡ 都道府県別按分法』により算定 

家庭部門 ● ○ 
『カテゴリＢ 都道府県別エネルギー種別按分法』に

より算定 

運輸部門 

自動車（貨物） ● ○ 『カテゴリＢ 都道府県別車種別按分法』により算定 

自動車（旅客） ● ○ 『カテゴリＢ 都道府県別車種別按分法』により算定 

鉄道 ▲ ○ 『カテゴリＢ 全国事業者別按分法』により算定 

船舶 ▲ × 算定対象外（対象データが無かったため） 

航空       

エネルギー転換部門 ▲ × 算定対象外（対象データが無かったため） 

エ
ネ
ル
ギ
ー
起
源
CO2

以
外
の
ガ
ス 

燃料の 

燃焼分野 

燃料の燃焼 ▲ × 算定対象外（対象データが無かったため） 

自動車走行 ▲ ○ 算定 

工業プロセス分野 ▲ × 算定対象外（対象データが無かったため） 

農業分野 

耕作 ▲ ○ 算定 

畜産 ▲ × 算定対象外（対象データが無かったため） 

農業廃棄物 ▲ ○ 算定 

廃棄物 

分野 

焼却処分 
一般廃棄物 ●※ ○ 算定 

産業廃棄物       

埋立処分 
一般廃棄物 ▲ × 算定対象外（対象データが無かったため） 

産業廃棄物       

排水処理 

工場排水処理施設       

終末処理場 ▲ ○ 算定 

し尿処理施設 ▲ ○ 算定 

生活排水処理施設 ▲ ○ 算定 

原燃料使用等 ▲ × 算定対象外（対象データが無かったため） 

代替フロン等 4 ガス分野 ▲ × 算定対象外（対象データが無かったため） 

●：特に把握が望まれます  ▲：可能であれば把握が望まれます 

※：一般廃棄物の焼却処分のうち、非エネルギー起源 CO2 のみ「特に把握が望まれます」としています 
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3．温室効果ガス排出量の将来推計 

温室効果ガス排出量の将来推計（現状趨勢（BAU）ケース）は、「地方公共団体実行計画（区域施策

編）策定・実施マニュアル（算定手法編）（令和 4 年 3 月、環境省大臣官房環境計画課）」に示されて

いる“過去の実績を用いた将来推計”により推計しました。 

“過去の実績を用いた将来推計”は、過去の実績から、その傾向が将来も同じように推移しうると

仮定した数値を採用する手法であり、過去の実績の傾向に応じて、下表に示すような考え方で数値を

採用しています。 

 

過去の実績の傾向 考え方 近似式※ 

一定の割合で増加（減少） 

過去の実績が安定して増加（減少）する傾向があり、今

後も同様の傾向が続く場合に採用します。 

ただし、純増もしくは純減するため、長期的にみて過大

もしくは負数（マイナス）となる場合には、対数式など

他の推計式を採用します。 

直線式（一次近似式）： 

ｙ = aX + b 

増加率（減少率）が徐々に増

加 

過去の実績が増加もしくは減少する傾向を示し、その傾

向が指数関数的に増加すると考えられる場合に採用しま

す。 

指数式： 

ｙ = abX 

過去の実績が増加もしくは減少する傾向を示し、その傾

向が徐々に増加すると考えられる場合に採用します。 

べき乗式： 

ｙ = bXa 

増加率（減少率）が徐々に減

少 

過去の実績が増加もしくは減少する傾向を示し、その傾

向が徐々に減少すると考えられる場合に採用します。 

対数式： 

ｙ = a loｇX + b 

増加率（減少率）が徐々に増

加するが、いずれ鈍化するこ

とが予想される 

過去の実績の増加または減少傾向を加速度的に伸ばした

後、徐々に鈍化させ一定の値で飽和に達する推計式とな

っています。 

この推計式はあらかじめ求めようとする値の最大値（又

は最小値）を設定し、その値に漸近していくような曲線

を描いていくため、飽和した値をあらかじめ適正に設定

することができれば、比較的妥当な推計値を算出するこ

とが出来るため、このような場合に採用します。 

ロジスティック式： 

ｙ = ｋ／（１＋ea-bX） 

放物線的な増加（減少） 

この推計式は放物的な増加（減少）する傾向を示し、実

績値の変動傾向を極端に反映した予測になりやすいた

め、相関係数も高い値がでることが多くなっています。 

しかし、推計期間が長い場合、将来の活動量がマイナス

になったり、極端に増加したりすることがあるため、一

般的に採用されない場合が多くなっています。 

二次関数式： 

ｙ = aX2 + bX + c 

増減を繰り返すが、長期的に

は横ばい 

長期的には横ばい傾向を示すが、各年では増減を繰り返

しており、直線式や対数式では推計が困難と判断される

場合に採用します。 

ｙ = 平均値 

過去の実績が少ないもしくは

不連続に変化している 

過去の実績が少ないか、もしくは何らかの理由により不

連続に変化している場合に特定の年度（主に直近年）の

実績を採用します。一定期間の平均値を採用する場合も

あります。 

ｙ = 指定年の実績値 

※ y：活動量の推計値、X：時間（年）、a・b・c：定数、k：活動量の収束値（定数）、e：自然対数の底 

資料：地方公共団体実行計画（区域施策編）策定・実施マニュアル（算定手法編）（令和 4 年 3 月、環境省大臣官房環境計画課）を

参考に作成しています。 
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【近似式】 
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本市の温室効果ガス排出量の BAU 推計に用いる各活動量の将来推計の採用式は、下表に示すとお

りです。 

 

部門・分野 活動量等 採用式 単位 

産業部門 製造業 中小規模事業者・事業所数 べき乗式 [事業所] 

    大規模事業所・CO2 排出量 指数式 [t-CO2] 

  建設業・鉱業 従業者数 べき乗式 [人] 

  農林水産業 従業者数 べき乗式 [人] 

業務その他部門   電気ガス熱供給水道業・従業者数 べき乗式 [人] 

    情報通信業・従業者数 対数式 [人] 

    運輸業･郵便業・従業者数 対数式 [人] 

    卸売業･小売業・従業者数 べき乗式 [人] 

    金融業･保険業・従業者数 対数式 [人] 

    不動産業･物品賃貸業・従業者数 対数式 [人] 

    学術研究･専門･技術サービス業・従業者数 べき乗式 [人] 

    宿泊業･飲食サービス業・従業者数 べき乗式 [人] 

    生活関連サービス業･娯楽業・従業者数 べき乗式 [人] 

    教育･学習支援業・従業者数 平均値 [人] 

    医療･福祉・従業者数 べき乗式 [人] 

    複合サービス事業・従業者数 べき乗式 [人] 

    他サービス業・従業者数 対数式 [人] 

    公務 ・従業者数 平均値 [人] 

家庭部門   世帯数 べき乗式 [世帯] 

運輸部門 自動車 自家用 普通貨物 指数式 [台] 

    自家用 小型貨物 べき乗式 [台] 

    自家用 被けん引 平均値 [台] 

    自家用 普通・小型乗合 対数式 [台] 

    自家用 普通乗用 対数式 [台] 

    自家用 小型乗用・乗用車（ハイブリッド） 指数式 [台] 

    自家用 普通・小型特殊 対数式 [台] 

    事業用 普通・小型貨物・被けん引・特殊 指数式 [台] 

    事業用 乗合・乗用 対数式 [台] 

    軽自動車 自家用 貨物 べき乗式 [台] 

    軽自動車 自家用 乗用車 対数式 [台] 

    軽自動車 事業用 貨物 対数式 [台] 

  鉄道 営業キロ数・JR 西日本 平均値 [km] 

農業分野   水田作付け面積 べき乗式 [ha] 

    農作物面積 水稲 べき乗式 [ha] 

    農作物面積 麦 平均値 [ha] 

    農作物面積 そば 平均値 [ha] 

    農作物面積 豆類 平均値 [ha] 

    農作物収穫量 水稲 指数式 [t] 

    農作物収穫量 小麦 平均値 [t] 

    農作物収穫量 そば 平均値 [t] 

    農作物収穫量 大豆 べき乗式 [t] 

廃棄物分野 一般廃棄物 年間処理量 直線式 [t] 

    廃プラスチック 焼却量 対数式 [t] 

    合成繊維 焼却量 対数式 [t] 

  排水処理 終末処分場 直線式 [kℓ = ｍ³] 

    し尿処理量 指数式 [kℓ = ｍ³] 

    浄化槽汚泥処理量 直線式 [kℓ = ｍ³] 

    コミュニティ・プラント人口 べき乗式 [人] 

    既存単独処理浄化槽人口 直線式 [人] 

    浄化槽（既存単独処理浄化槽を除く）人口 対数式 [人] 

    くみ取り便所の便槽人口 直線式 [人] 
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4．アンケート調査結果 

調査の目的 

アンケート調査は、本市における地球温暖化防止に向けた取組を検討するための基礎資料として、

地球温暖化や日々の省エネ行動、再生可能エネルギーに関する認識や取組に関する考えなどを把握す

ることを目的として実施しました。 

 

調査の概要 

アンケート調査の調査概要は下表に示すとおりです。 

項目 市民 事業者 

調査対象 
市内に在住している市民から 1,100 世帯を無

作為に抽出 

法人市民税の申請書を発送している 900 事業

者 

調査方法 郵送により調査票を配布し、郵送にて調査票を回収 

調査期間 2022 年(令和４年)10 月 17 日（月）～2022 年(令和４年)11 月 7 日（月） 

回収率 

発送数：1,100 票 

回収数：  491 票 

回収率：  44.6％ 

発送数： 900 票 

回収数：  390 票 

回収率：  43.3％ 

 

1)  市民アンケート調査の結果 

【問 1】年齢・居住地区・居住形態を教えてください。 

 

【年齢】 【居住地区】 

  
【居住形態】  

 

 

 ̧ 回答者の年齢は 70 歳以上が 38.1％と最も多く、60 歳以上が 6 割以上を占めています。 

 ̧ 回答者の居住地区は吉田地区が 24.6％と最も多く、次いで、益田地区（18.6％）、高津地区

（14.3％）と多い。3 地区で 5 割以上を占めています。 

 ̧ 回答者の居住形態は一戸建て(持ち家)が約 9 割を占めています。 

20歳未満

0.2%
20～29歳

2.7%
30～39歳

7.4%

40～49歳

11.9%

50～59歳

16.6%

60～69歳

23.2%

70歳以上

38.1%

(N=488)

益田地区

18.6%

吉田地区

24.6%

高津地区

14.3%

安田地区

7.4%

鎌手地区

4.1%

種地区

0.4%

北仙道地区

0.8%

豊川地区

2.1%

真砂地区

0.2%
西益田地区

9.3%

二条地区

1.0%

美濃地区

0.4%

小野地区

5.0%

中西地区

4.5%

二川地区

0.8%

都茂地区

2.5%
東仙道地区

1.0%

匹見上地区

1.4% 匹見下地区

1.0%
道川地区

0.4%

(N=484)

一戸建て

（持ち家）

92.1%

一戸建て

（借家）

4.7%

集合住宅

（持ち家）

0.2%

集合住宅

（賃貸）

2.1%

社宅・寮

0.2% その他

0.6%

(N=461)
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【問 2】『カーボンニュートラル』という言葉をご存知でしたか。 

 

 ̧ 「カーボンニュートラル」という言葉を「よく知っている」もしくは「聞いたことがある」と

回答した方の割合が約 8 割を占めています。 

 ̧ 一方、約 2 割の方が「カーボンニュートラル」という言葉を「知らない」と回答しており、「よ

く知っている」と回答した割合とほぼ同じとなっています。 

 

 

【問 3】地球温暖化に関心がありますか。 

 

 ̧ 地球温暖化に「関心がある」もしくは「少し関心がある」と回答した割合は、9 割以上を占め

ています。 

 ̧ 関心を示していない方は、1 割以下となっています。 

  

よく知っている

22.7%

聞いたことがある

55.1%

知らない

（このアンケートで

初めて知った）

22.1%

(N=488)

関心がある

48.3%

少し関心がある

44.1%

あまり関心がない

6.6%

関心がない

1.0%

(N=487)
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【問 4】日頃、地球温暖化防止のための取組をどの程度行っていますか。 

 

 ̧ 【照明】や【エアコン】、【暖房機器】の無駄遣いなどの簡単な取組は、「ほぼ取り組んでいる」

が多くなっています。 

 ̧ 【エアコン】や【暖房機器】の温度設定といった快適環境の確保に係る取組は、「今後は取り

組みたい」の回答割合が比較的高く、エネルギー消費量の削減が期待できます。 

 ̧ 【パソコン】や【冷蔵庫】、【入浴・トイレ・洗濯・掃除】、【自動車】に関する取組は、「ほぼ取

り組んでいる」が多くなっています。 

 ̧ 改善が期待できる取組としては、【冷蔵庫】や【調理】、【入浴・トイレ・洗濯・掃除】、【自動

車】、【その他】に関する取組が主となっています。 

  

79.3%

77.1%

37.7%

86.1%

16.1%

53.9%

30.5%

21.6%

25.6%

43.6%

52.3%

76.2%

51.4%

56.3%

43.3%

56.2%

73.7%

74.0%

34.5%

76.5%

63.1%

34.0%

33.4%

61.4%

30.6%

68.1%

70.9%

70.9%

70.2%

66.5%

69.0%

28.3%

58.3%

75.7%

73.7%

74.5%

77.2%

55.1%

18.4%

14.4%

37.7%

8.0%

56.7%

11.2%

26.8%

7.7%

3.7%

12.0%

4.1%

17.0%

22.8%

10.9%

18.1%

34.3%

21.6%

19.7%

44.3%

15.5%

8.0%

33.8%

24.7%

20.0%

13.7%

18.7%

18.7%

10.3%

8.9%

10.6%

19.4%

5.1%

5.2%

18.4%

12.8%

13.1%

9.3%

28.2%

1.7%

4.2%

16.7%

1.9%

17.3%

3.2%

8.6%

2.2%

2.0%

2.6%

2.6%

4.3%

14.9%

3.0%

6.2%

8.2%

3.6%

5.1%

17.6%

7.4%

3.9%

17.7%

31.7%

11.4%

15.8%

11.1%

6.1%

2.1%

3.4%

3.6%

10.3%

2.4%

3.3%

4.9%

2.4%

2.1%

2.8%

12.7%

0.6%

4.2%

7.9%

4.0%

9.9%

31.7%

34.1%

68.5%

68.7%

41.8%

41.0%

2.5%

10.9%

29.9%

32.5%

1.3%

1.1%

1.3%

3.6%

0.6%

25.0%

14.5%

10.1%

7.2%

40.0%

2.1%

4.4%

16.7%

17.5%

19.3%

1.3%

64.2%

33.2%

1.1%

11.1%

10.3%

10.6%

4.0%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

【照明】無駄な照明は、こまめに消している（N=473）

【エアコン】冷房は冷やしすぎに注意し、無理のない範囲で設定温度を上げている（N=472）

【エアコン】冬の暖房時の温度は20℃を目安にしている（N=467）

【エアコン】冷房、暖房は必要な時だけつけている（N=474）

【エアコン】エアコンのフィルターを、月に1回以上清掃している（N=467）

【暖房機器】ガス・石油ファンヒーターは、必要最小限の利用にしている（N=464）

【暖房機器】ガス・石油ファンヒーター使用時の温度は20℃を目安にしている（N=463）

【暖房機器】電気カーペットの設定温度は低めにしている（N=454）

【暖房機器】電気カーペットは部屋の広さにあった大きさのものを使用している（N=454）

【暖房機器】電気こたつの設定温度は低めにしている（N=466）

【暖房機器】こたつ布団に、上掛と敷布団をあわせて使っている（N=463）

【テレビ】テレビを見ていないときは消している（N=483）

【テレビ】画面輝度を、部屋の明るさに合わせて調整している（明るさの自動調整機能が付いている場合は、

「ほぼ取り組んでいる」）（N=469）

【パソコン】使わない時は、電源を切っている（N=469）

【パソコン】省電力モードを活用している（N=453）

【冷蔵庫】定期的に冷蔵庫の中を整理するなど、物を詰め込みすぎないようにしている（N=475）

【冷蔵庫】無駄な開閉をしないようにしている（N=472）

【冷蔵庫】開けている時間を短くしている（N=473）

【冷蔵庫】設定温度を、気温に応じて適切に調節している（N=472）

【冷蔵庫】機器の説明書どおりに、壁から適切な間隔をあけて設置している（N=472）

【調理】調理の際、炎がなべ底からはみ出さないように調節している（N=464）

【調理】野菜の下ごしらえに、電子レンジを活用している（N=470）

【調理】ジャー炊飯器は、保温はせず、プラグを抜いている（N=473）

【調理】洗い物をするときは、常温または給湯器の温度を低温に設定している（N=474）

【調理】電気ポットを長時間使用しないときはプラグを抜いている（N=468）

【入浴・トイレ・洗濯・掃除】入浴は、間隔をあけずに入るようにしている(追い焚きはしないようにしている)（N=470）

【入浴・トイレ・洗濯・掃除】入浴用のシャワーは、流したままにせず、こまめに止めている（N=477）

【入浴・トイレ・洗濯・掃除】温水洗浄便座を使わないときは、フタを閉めている（N=474）

【入浴・トイレ・洗濯・掃除】温水洗浄便座の温度は低めに設定している（N=473）

【入浴・トイレ・洗濯・掃除】トイレの洗浄水の温度は低めに設定している（N=471）

【入浴・トイレ・洗濯・掃除】洗濯をするときは、頻度を減らすよう心がけ、まとめて洗っている（N=474）

【入浴・トイレ・洗濯・掃除】衣類乾燥機を使用するときは、まとめて乾燥し、頻度を減らしている（N=453）

【入浴・トイレ・洗濯・掃除】洗濯物は衣類乾燥機による乾燥だけでなく、自然乾燥と併用している（N=458）

【入浴・トイレ・洗濯・掃除】部屋を片付けてから、掃除機をかけている（N=474）

【自動車】ふんわりアクセル（ゆっくりスタート）をしている（N=468）

【自動車】加減速の少ない運転を心がけている（N=466）

【自動車】信号で止まる間際には、早めにアクセルオフしている（N=461）

【その他】長時間使用しない電化製品はプラグを抜いている（N=472）

1 ほぼ取り組んでいる 2 あまり取り組んでいないが、今後は取り組みたい 3 あまり取り組んでおらず、今後も取り組まない 4 持っていない・ほぼ使用していない
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【問 5】「現在の導入状況（予定）」を教えてください。 

 

 ̧ 【創エネ】は、全ての機器において導入に後ろ向きな回答の割合が高くなっています（4 割以

上）。 

 ̧ 【省エネ】は、LED 照明（66.1%）及びヒートポンプ給湯器（57.1%）等の導入率が高く、

宅配ボックスや HEMS 導入の余地が一定程度確認されます。 

 ̧ 【自動車】は、EV、FCV 等の導入余地が確認されます。 

 

 

【問 6】問 5 で“住宅用太陽光発電パネル”を『既に導入している』と回答した方に質問します。現在の太陽光発

電の設備及び売電状況について教えてください。 

 

【発電能力】 【売電状況】 

  

 ̧ 発電能力は、「1～5kW 未満」が 47.1%、「5～10kW 未満」が 29.4%と、約 7 割が 10kW

未満の発電能力となっています。 

 ̧ 太陽光発電を行っている 47.7%が FIT 売電期間中、43.2%が FIT 売電終了となっています。 

  

12.1%

1.9%

1.2%

8.6%

3.3%
33.0%

66.1%

57.1%

8.0%

4.0%
25.3%

0.5%

0.2%

2.0%

20.3%

26.8%

19.6%

22.2%

33.7%

34.9%

25.8%

15.1%

45.5%

37.0%

35.6%

46.7%

41.0%

30.3%

42.2%

44.8%

51.4%

45.6%

36.3%

16.3%

2.4%

14.8%

27.9%

35.4%

17.4%

27.8%

33.1%

35.4%

25.4%

26.6%

27.9%

23.6%

26.7%

15.8%

5.6%

13.0%

18.5%

23.6%

21.7%

25.0%

25.7%

32.3%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

【創エネ】住宅用太陽光発電パネル（N=448）

【創エネ】家庭用燃料電池（エネファームなど）（N=429）

【創エネ】木質バイオマス系ストーブ（N=434）

【創エネ】太陽熱温水器、太陽熱利用システム（N=441）

【蓄エネ】蓄電システム（N=419）

【省エネ】窓ガラス用断熱フィルム、複層ガラス、二重サッシ等（N=436）

【省エネ】LED照明（N=449）

【省エネ】ヒートポンプ給湯器（エコキュートなど）（N=438）

【省エネ】宅配ボックス（N=437）

【省エネ】HEMS（住宅用エネルギー管理システム）（N=424）

【自動車】ハイブリッド自動車（HV、PHV）（N=438）

【自動車】電気自動車（EV）（N=424）

【自動車】燃料電池自動車（FCV）（N=420）

ZEH住宅（N=396）

1 既に導入している 2 導入する余地はある
3 導入したくない 4 導入できない（借家であるため等）

1～5ｋW未満

47.1%

5～10ｋW未満

29.4%

10～20ｋW未満

8.8%

20ｋW以上

11.8%

不明

2.9%

(N=34)

FIT売電を

行っている

47.7%FIT売電が

終了した

43.2%

FIT売電を

利用していない

9.1%

(N=44)
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【問 7】問 5 で“蓄電システム”を『既に導入している』と回答した方に質問します。蓄電システムを導入された

理由を教えてください。 

蓄電システムの「導入理由」として、「電力の自家消費を効率的に行うため（電気料金の削減や災害

対策）」などの回答が得られています。 

 

 

【問 8】太陽光発電パネルを初期投資の負担がなく設置できる手法として PPA モデルやリースがあることをご存

知ですか。 

 

 ̧ PPA モデルやリースに『興味がある』と回答した割合と『興味がない』と回答した割合は、

ほぼ同じ割合となっています。 

 

 

【問 9】ご家庭の電力の契約先を教えてください。 

 

【電力の契約先】   【その他の電力会社の内訳】 

  

 ̧ 家庭の電力の契約先は、95.3%が中国電力株式会社（大手電力会社）と契約しています。 

 ̧ その他の電力会社（4.7%）の契約先は、au でんき や ドコモでんき、ソフトバンクでんきと

いった携帯会社の電力会社の割合が高くなっています。 

  

既に導入している

0.8%

知っており、

導入を検討している

1.5% 知っているが、

どのような手法か

わからないため、知

りたい

6.5%

知らないが、

どのような手法か興

味がある

40.6%

知らないし、

興味がない

50.6%

(N=397)

中国電力株式会社

95.3%

その他の電力会社

4.7%

(N=468)

ENEOSでんき

27.3%

auでんき

18.2%

ドコモでんき

13.6%

ソフトバンク

でんき

9.1%

九電みらいエナジー

株式会社

4.5%

ハルエネ

4.5%

無回答

22.7%

(N=22)
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【問 10】2016 年（平成 28 年）4 月以降、ご家庭で使用する電気を自由に選ぶことができるようになり、再生

可能エネルギー由来の環境に優しい電気（温室効果ガスの排出を抑えた電気）を購入できますが、環境に優しい電

気に対するお考えを教えてください。 

 

 ̧ 環境に優しい電気の購入に対して、前向きな回答は約 65%を占めています。 

 ̧ 前向きな回答の方の約 9 割が「電気料金が同じか安い場合」という条件となっています。 

 

 

【問 11】電気自動車への転換（EV シフト）に対するお考えについて、教えてください。 

 

 ̧ 「電気自動車への転換に積極的である」の回答が 29.5%を占めています。 

 ̧ 一方、「分からない・考えたことがない」と回答した方が 60.5%を占めています。 

【電気自動車への転換に関する主な意見】 

 ̧ (積極的)電気自動車の使用は、排ガスの排出量の削減につながり、環境に優しいため。 

 ̧ (積極的)燃料代が高騰しており、電気自動車の方がコスト面での負担が少ないと考えられるた

め。 

 ̧ (消極的)電気自動車の充電スタンドの設置等、十分な環境整備が行われていないため。 

 ̧ (消極的)電気自動車は高額なため、経済的な面から導入は難しいと考えられるため。 

  

既に環境に優しい電気を

購入している

2.7%
今後、環境に優しい電気を

購入する予定がある

0.9%

多少、電気料金が上がったとしても、

環境に優しい電気を購入したい

2.5%

電気料金が同じか安くなるならば、

環境に優しい電気を購入しても良い

59.1%

契約の手続きが面倒なため、

環境に優しい電気を購入する

予定はない

13.8%

電力の安定した供給を重視

するため、環境に優しい電気

を購入する予定はない

21.0%

(N=443)

電気自動車への

転換に積極的である

29.5%

電気自動車への転換に

消極的である

10.0%

分からない・

考えたことが

ない

60.5%

(N=441)
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【問 12】地球温暖化防止に向けて、最も重要だと考える取組を教えてください。（3 つ） 

 

 ̧ 「普段の生活から出るごみの削減」と「ライフスタイルを見直し、省エネを心掛ける」と回答

した方が約 5 割を占めており、比較的実施しやすい取組が重要と考えられています。 

 ̧ 「家庭等での再エネ・省エネ設備の導入等」、コスト面の負担が想定される取組については、重

要と回答した方が 1 割未満となっています。 

 

【問 13】家庭で脱炭素を推進するための課題は何だと考えますか。 

 

 ̧ 家庭で脱炭素を推進する上で、60.4%の方が「費用面」が課題であると回答しています。 

 ̧ 次に「意識面（25.6%）」、「情報面（11.4%）」との回答が多くなっています。 

 

【問 14】地球温暖化に関する情報をどこから得ていますか。（複数回答可） 

 

 ̧ 情報の入手媒体は、「テレビ、ラジオ」が 88.7%、「新聞・雑誌」が 70.7%、次いで「WEB 上

のニュース」が 35.5%となっています。  

2.4%

9.8%

10.0%

13.9%

14.6%

16.7%

20.0%

27.2%

27.4%

39.6%

48.5%

61.3%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70%

省エネ住宅を購入したり、既存住宅を断熱改修するなど、住宅を省エネ化する

各家庭や各事務所で再生可能エネルギー由来の電気を購入したり、再生可能エネルギー設備を導入する

交通手段を見直す（自家用車から公共交通への転換など）

環境啓発を充実させる（環境情報の発信や環境教育・学習を充実させる）

可能な限り移動距離を減らす（買い物に行く頻度を可能な限り減らすことや、テレワークやweb会議の実施

などオンラインを活用する）

ハイブリッド自動車や電気自動車、燃料電池自動車といった次世代自動車に転換する

工場やオフィスビルでエネルギーを効果的・効率的に利用する

地球温暖化防止に資する技術革新を推進する

省エネ製品に買い替える（最新家電製品への買い替えや照明のLED化など）

二酸化炭素を吸収する緑（森林など）を増やし、きちんと管理する

ライフスタイルを見直し、省エネを心掛ける

普段の生活から出るごみの量を減らし、物を長く大切に使うようにする

N=460

費用面

60.4%

情報面

11.4%

意識面

25.6%

その他

2.7%

(N=468)

0.9%

1.9%

1.3%

2.8%

3.0%

6.4%

10.5%

10.9%

22.6%

35.5%

70.7%

88.7%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

その他

地球温暖化に関する情報は得ていない

メール配信サービス

ホームページ

（ブログを含む個人サイト）

セミナーや講演会、説明会など

環境白書、統計書、パンフレットなど

ホームページ

（国や地方公共団体、大学、

環境NGO、電力会社などによるもの）

SNS

（Facebook、Twitterなど）

学校・職場・家族・身近な人

WEB上のニュース

新聞・雑誌

テレビ、ラジオ

N=1194
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2)  事業者アンケート調査の結果 

【問 1】業種・従業員数・所在地・事業所の形態を教えてください。 

 

【業種】 【従業員数】 

 
 

【所在地】 【事業所の形態】 

 
 

 

 ̧ 「卸売業、小売業」が最も高く 20.5％であり、次いで「建設業」及び「サービス業（他に分類

されないもの）」が 14.0％と高くなっています。 

 ̧ 従業員数について、「5 人以下」が最も高く 49.6％を占めています。また、従業員数が 20 人

以下の事業所が 8 割以上を占めています。 

 ̧ 事業所の所在地は「益田地区」が 40.4%であり、次いで「吉田地区」が 26.8%と多くなって

います。 

 ̧ 「事務所・営業所（自社所有）」が最も高く 37.1％であり、次いで「事務所・営業所（テナン

ト）」が 14.4％と高くなっています。 

  

農林漁業

3.4%

建設業

14.0%
製造業

6.5%

電気・ガス・熱供

給・水道業

1.0%

情報通信業

0.5%

運輸業、郵便業

1.8%

卸売業、小売業

20.5%

金融業、保険業

2.3%

不動産業、物品

賃貸業

2.6%

学術研究、専門・

技術サービス業

2.9%

宿泊業、飲食

サービス業

8.3%

生活関連サービ

ス業、娯楽業

3.6%

教育、学習支援

業

1.0%

医療、福祉

13.0%

複合サービス事

業

0.3%

サービス業（他に

分類されないも

の）

14.0%

その他

4.2%

(N=385)
5人以下

49.6%
6人以上～

20人以下

32.5%

21人以上～50人以下

11.4%

51人以上～100人以下

2.9%

101人以上～300人以下

2.6%
301人以上

1.0%

(N=385)

益田地区

40.4%

吉田地区

26.8%

高津地区

13.0%

安田地区

4.7%

鎌手地区

1.0%

種地区

0.3%

北仙道地区

0.3%

豊川地区

0.8%

真砂地区

0.3%

西益田地区

4.9%

二条地区

0.5%

小野地

区

中西地区

1.6%

二川地区

0.3%
都茂地区

1.6%
東仙道地区

1.0%

匹見上地区

1.3%

匹見下地区

0.5%

(N=384)

事務所・

営業所

（自社所

有）

37.1%

事務所・営業所

（テナント）

14.4%

事務所・営業所

（自宅兼事務所）

10.2%

工場・作業場

11.0%

店舗・飲食店

（自社所有）

11.2%

店舗・飲食店

（テナント）

5.5%

店舗・飲食店

（自宅を兼ねて

いる）

5.7%

その他

5.0%

(N=383)
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【問 2】『カーボンニュートラル』という言葉をご存知でしたか。 

 

 ̧ 「カーボンニュートラル」という言葉を「よく知っている」もしくは「聞いたことがある」と

回答した事業者は、約 9 割を占めています。 

 

【問 3】地球温暖化に関心がありますか。 

                   2】『カーボ 

 ̧ 地球温暖化に「関心がある」もしくは「少し関心がある」と回答した事業者は、約 8 割を占め

ています。 

 ̧ 関心を示していない事業者は、約 2 割となっています。 

 

【問 4】地球温暖化対策に取り組む場合、その主な理由は何ですか。（最大 3 つ） 

 

 ̧ 地球温暖化対策に取り組む理由として、「地球温暖化問題の重要性を感じているから」もしくは

「企業の社会的責任だから」と回答した事業者は、5 割以上を占めています。 

 ̧ 一方、「今後の環境ビジネスの展開を考えている」と回答した事業者は、4.1%となっています。 

よく知っている

24.5%

聞いたことがある

63.8%

知らない

（このアンケートで

初めて知った）

11.7%

(N=376)

関心がある

36.8%

少し関心がある

46.1%

あまり関心

がない

15.5%

関心がない

1.6%

(N=375)

1.9%

4.1%

8.4%

9.2%

13.8%

28.2%

34.7%

53.7%

67.8%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80%

その他

今後の環境ビジネスの展開を考えている

特に理由はない

事業所や商品のイメージアップ

周辺住民との関係を良好にするため

結果的にコスト削減につながるため

SDGs目標やESGへの対応を図るため

企業の社会的責任だから

地球温暖化問題の重要性を感じているから

N=369
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【問 5】日頃、地球温暖化防止のための取組をどの程度行っていますか。 

 

 ̧ 【照明】、【自動車】、【その他】全ての取組において、「ほぼ取り組んでいる」と回答した事業者

が 5 割以上を占めています。 

 ̧ 【空調】の設定温度の緩和や【その他】の電気の無駄遣い等の取組については、「今後は取り組

みたい」と回答した事業者が多く、エネルギー消費量の削減が期待できます。 

 

【問 6】「現在の導入状況（予定）」を教えてください。 

 

 ̧ 【創エネ】は、太陽光及び太陽熱は導入の余地があるものの、その他の機器において導入に後

ろ向きな回答の割合が高くなっています（約 3 割）。 

 ̧ 【省エネ】は、エリア別スイッチ（52.9%）や LED 照明（59.5%）等の導入率が高く、断熱

材や BEMS 等の導入の余地が一定程度確認されます。 

 ̧ 【蓄エネ】及び【自動車】について、全ての設備に対し一定程度の導入余地が確認されます。 

67.9%

65.1%

77.4%

31.5%

80.1%

71.0%

66.9%

71.8%

68.2%

54.7%

64.9%

22.4%

22.5%

15.1%

48.5%

13.0%

20.7%

26.9%

22.8%

24.8%

32.5%

25.5%

7.5%

9.1%

5.4%

17.3%

6.1%

6.6%

4.0%

3.8%

4.6%

9.1%

6.4%

2.2%

3.3%

2.2%

2.7%

0.8%

1.6%

2.2%

1.6%

2.4%

3.7%

3.2%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

【照明】昼休みや外出時などの、照明の消灯（N=371）

【照明】窓からの外光を取り入れるなど、照明の不要な箇所の消灯（N=364）

【空調】冷房は冷やしすぎに注意し、無理のない範囲で設定温度を上げている（N=371）

【空調】冬の暖房時の温度は20℃を目安にしている（N=371）

【空調】冷房、暖房は必要な時だけつけている（N=376）

【空調】状況に応じて、冷暖房の代わりに外気を取り入れる（N=376）

【自動車】ふんわりアクセル（ゆっくりスタート）をしている（N=372）

【自動車】加減速の少ない運転を心がけている（N=372）

【自動車】信号で止まる間際には、早めにアクセルオフしている（N=371）

【その他】使用していないOA機器やエネルギー消費機器は、電源を切っている（N=375）

【その他】夏季のクールビズ、冬季のウォームビズを励行している（N=373）

1 ほぼ取り組んでいる 2 あまり取り組んでいないが、今後は取り組みたい

3 あまり取り組んでおらず、今後も取り組まない 4 持っていない・ほぼ使用していない

6.3%

1.5%

0.3%

1.2%

0.6%

1.6%
52.9%

24.9%

39.7%

59.5%

12.5%

0.9%

12.6%

1.2%
23.7%

2.1%

0.6%

31.6%

29.4%

25.2%

21.2%

19.0%

16.4%

35.1%

24.4%

42.3%

29.0%

30.3%

43.6%

27.6%

32.4%

32.2%

45.3%

55.0%

48.9%

20.8%

24.4%

28.5%

29.0%

30.4%

32.5%

19.1%

6.4%

9.9%

10.9%

0.8%

13.4%

26.4%

15.0%

21.0%

12.3%

19.2%

26.1%

41.3%

44.8%

46.0%

48.7%

50.0%

51.0%

44.2%

16.3%

22.9%

20.4%

9.3%

30.4%

45.1%

40.0%

45.6%

18.7%

23.7%

24.3%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

【創エネ】太陽光発電パネル（N=351）

【創エネ】太陽熱温水器、太陽熱利用システム（N=344）

【創エネ】燃料電池（N=337）

【創エネ】バイオマス利用（N=335）

【創エネ】地中熱利用（N=336）

【創エネ】風力発電（N=335）

【蓄エネ】蓄電システム（N=319）

【省エネ】エリア毎に照明の点灯・消灯することができる、エリア別スイッチ（N=344）

【省エネ】常時、人がいない場所（トイレなど）などの、人感センサー付き照明（N=345）

【省エネ】部屋・エリア毎に空調を制御（ON/OFF、温度設定）することができる、エリア別スイッチ（N=348）

【省エネ】LED照明（N=353）

【省エネ】高効率型空調（または、最新型空調）（N=335）

【省エネ】コージェネレーションシステム（N=326）

【省エネ】建物の外壁や屋上の断熱化（断熱材）（N=340）

【省エネ】BEMS（ビルエネルギー管理システム）（N=329）

【自動車】ハイブリッド自動車（HV、PHV）（N=342）

【自動車】電気自動車（EV）（N=333）

【自動車】燃料電池自動車（FCV）（N=329）

1 既に導入している 2 導入する余地はある 3 導入したくない 4 導入できない（借家であるため等）
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【問 7】問 6 で“太陽光発電パネル”を『既に導入している』と回答した事業者に質問します。現在の発電状況に

ついて教えてください。 

 

【発電能力】 【売電状況】 

  

 ̧ 導入している太陽光発電パネルについて、発電能力が 50kW 以上の事業者が半数を占めてい

ます。 

 ̧ 太陽光発電を導入している事業者のうち、売電状況について回答が得られた全事業者が FIT 売

電を行っていると回答しています。 

 

 

【問 8】問 6 で“蓄電システム”を『既に導入している』と回答した事業所に質問します。蓄電システムを導入さ

れた理由について教えてください。 

蓄電システムの「導入理由」として、下記の回答が挙げられます。 

 ̧ 災害対策のため。 

 ̧ エネルギーを自給自足するため。 

 

 

【問 9】太陽光発電パネルを初期投資の負担がなく設置できる手法として PPA モデルやリースがあることをご存

知ですか。 

 

 ̧ PPA モデルやリースに興味を持っている事業者は約 6 割となっています。 

 ̧ 一方、PPA モデルやリースに興味がない事業者は約 4 割となっています。 

  

1～10ｋW未満

8.3%

10～50kW未満

41.7%
50kW以上

50.0%

（N=12）

FIT売電を

行っている

100.0%

(N=5)

既に導入している

0.3%

知っており、

導入を検討している

4.7%
知っているが、

どのような手法か

わからないため、知りたい

9.9%

知らないが、

どのような手法か興

味がある

41.9%

知らないし、

興味がない

43.2% （N=322)
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【問 10】2016 年（平成 28 年）4 月の「電力自由化」により、以前は地域で決められていた電力会社（旧一般

電気事業者）としか契約できなかった電気が、電力会社を自由に選んで契約できるようになりました。電力の契約

方法について教えてください。 

 

 ̧ 「電力自由化に関係なく従来どおりの契約先としている」事業者が 76.3%を占めています。 

 ̧ 一方、「電力の自由化に伴い、契約先を選択することとした（入札等を含む）」と回答した事業

者が 20.9%を占めています。 

 

【問 11】電力の契約先を教えてください。 

 

【電力の契約先】 【その他の電力会社の内訳】 

  

 ̧ 電力の契約先について、84.4%の事業者が中国電力株式会社（大手電力会社）と契約していま

す。 

 ̧ その他の電力会社（15.6%）の契約先は、ENEOS でんきが 14.3%と最も多く、次いで島根

でんきが 7.1%となっています。 

 

【問 12】現在、事業所で使用する電気を自由に選ぶことができるようになり、再生可能エネルギー由来の電気を

購入することができます。再生可能エネルギー由来の電気に対するお考えについて、教えてください。 

 

 ̧ 再生可能エネルギー由来の電気の購入に対して、前向きな回答は 58.6%を占めています。 

 ̧ 前向きな回答の事業者の約 9 割が「電気料金が同じか安い」という条件となっています。  

電力自由化になったた

め、契約先を選択すること

とした。（入札等を含む）

20.9%

電力自由化に関係なく、従来どお

りの契約先としている。

76.3%

その他

2.8%

(N=363)

中国電力株式会社

84.4%

その他の

電力会社

15.6%

(N=358)

ENEOSでんき

14.3%

島根でんき

7.1% 伊藤忠エネクス

5.4%

関西電力

3.6%

地域創生HD

3.6%その他

17.9%

無回答

48.2% (N=56)

既に再生可能エネルギー

由来の電力を契約している

3.4%

今後、再生可能エネルギー

由来の電力を契約する予定

である

1.5%

多少電気料金が上がったと

しても、再生可能エネルギー

由来の電力を契約したい

3.1%

電気料金が同じか安く

なるならば、再生可能

エネルギー由来の電力

を契約しても良い

50.6%

契約の変更や調べる

時間がないため、再生

可能エネルギー由来

の電力を契約しない

16.6%

電力の安定供給を重視する

ため、再生可能エネルギー

由来の電力を契約しない

23.0%

入札により電気を購入する

ため、契約を行う電力会社

の選択ができない

1.5%

Jクレジットやグリーン電力

証書、非化石証書などを

購入するため、再生可能

エネルギー由来の電力を

契約しない

0.3%

(N=326)
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【問 13】電気自動車への転換（EV シフト）に対するお考えについて教えてください。 

 

 ̧ 「電気自動車への転換に積極的である」と回答した事業者が 26.7%を占めています。 

 ̧ 一方、「分からない・考えたことがない」と回答した事業者が 59.4%を占めています。 

【電気自動車への転換に関する主な意見】 

 ̧ (積極的)CO2 の削減につながり、環境に優しいため。 

 ̧ (積極的)時代の流れから電気自動車への転換が必要であると考えられるため。 

 ̧ (消極的)走行可能距離が短く、充電設備のない山間部等では利用が難しいため。 

 ̧ (消極的)電気自動車の車両価格及び電気料金が高額であるため。 

 

 

【問 14】地球温暖化防止に向けて、最も重要だと考える取組を教えてください。（3 つ） 

 

 ̧ 地球温暖化防止に向け「ライフスタイルを見直し、省エネを心掛ける」や「普段の生活から出

るごみの削減」と回答した事業者が約 6 割を占めており、比較的実施しやすい取組が重要と考

えられています。 

 ̧ 一方で、「家庭等での再エネ・省エネ設備の導入等」、コスト面の負担が想定される取組につい

ては、重要と回答した事業者が 1 割以下となっています。 

  

電気自動車への

転換に積極的で

ある

26.7%

電気自動車への

転換に消極的で

ある

13.9%

分からない・

考えたことが

ない

59.4%

(N=360)

6.1%

6.1%

9.7%

10.3%

14.4%

14.7%

19.2%

22.2%

24.7%

37.8%

56.1%

63.1%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70%

省エネ住宅を購入したり、既存住宅を断熱改修するなど、住宅を省エネ化する

交通手段を見直す（自家用車から公共交通への転換など）

各家庭や各事業所で再生可能エネルギー由来の電気を購入したり、再生可能エ

ネルギー設備を導入する

可能な限り移動距離を減らす（買い物に行く頻度を可能な限り減らすこと（まとめ

買いの実施）や、テレワークやweb会議の実施などオンラインを活用する）

環境啓発を充実させる（環境情報の発信や環境教育・学習を充実させる）

地球温暖化防止に資する技術革新を推進する

ハイブリッド自動車や電気自動車、燃料電池自動車といった次世代自動車に転換

する

二酸化炭素を吸収する緑（森林など）を増やし、きちんと管理する

工場やオフィスビルでエネルギーを効果的・効率的に利用する

省エネ製品に買い替える（最新家電製品への買い替えや照明のLED化など）

普段の生活から出るごみの量を減らし、物を長く大切に使うようにする

ライフスタイルを見直し、省エネを心掛ける

N=360
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【問 15】脱炭素を推進する上で課題となっていることは何ですか。（複数回答可） 

 

 ̧ 脱炭素を推進する上で課題となっていることは、「経済性と環境性の両立がはかれないこと」や

「脱炭素を推進するための資金がないこと」等の経済的理由が 4 割以上を占めています。 

 

 

【問 16】地球温暖化に関する情報をどこから得ていますか。（複数回答可） 

 

 ̧ 情報の入手媒体は、「テレビ、ラジオ」が 77.5%、「新聞・雑誌」が 70.6%、次いで「WEB 上

のニュース」が 48.4%となっています。 

  

8.2%

2.1%

3.9%

6.6%

7.6%

12.1%

12.1%

19.9%

20.5%

23.9%

27.2%

33.8%

40.2%

51.4%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60%

特に課題となっていることはない

その他

社内の合意形成が得られないこと

サプライチェーンを巻き込んだ取組ができていないこと

従業員の理解が進まないこと

相談先がわからない

脱炭素を推進するメリットがわからないこと

社内での議論ができていないこと

業務量の増加につながり、取り組む時間を確保できないこと

取組を推進する人材が不足していること

地球温暖化防止に繋がる行動や選択に関する情報が不足していること

どう取り組めば良いのかわからないこと

脱炭素を推進するための資金がないこと

経済性と環境性の両立がはかれないこと

N=331

1.4%

2.2%

3.0%

3.3%

6.0%

8.8%

8.8%

9.6%

20.9%

48.4%

70.6%

77.5%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90%
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地球温暖化に関する情報は得ていない

メール配信サービス

ホームページ（ブログを含む個人サイト）

SNS（Facebook、Twitterなど）

セミナーや講演会、説明会など

環境白書、統計書、パンフレットなど

学校・職場・家族・身近な人

ホームページ（国や地方公共団体、大学、環境NGO、電

力会社などによるもの）

WEB上のニュース

新聞・雑誌

テレビ、ラジオ
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5．パブリックコメントの実施結果 

周知の方法 

市公式ウェブサイト、告知放送 

 

実施期間 

2023 年(令和 5 年)2 月 14 日（火）～3 月 6 日（月） 

 

対象者 

①市内に住所を有する者 

②市内に事務所又は事業所を有する個人、法人及び団体 

③市内に存する事務所又は事業所に勤務する者 

④市内に存する学校に在学する者 

⑤市に対して納税義務を有する個人及び法人 

⑥本計画の策定にあたり、利害関係を有する個人、法人その他の団体 

 

益田市地球温暖化対策実行計画（区域施策編）（案）の閲覧 

益田市役所受付、環境衛生課、益田市立保健センター、美都・匹見分庁舎、各公民館、市公式ウェブ

サイト 

 

意見の提出方法 

持参、郵送、FAX、電子メール 

 

意見募集結果 

1)  提出数 0 件 

 

2)  意見件数 0 件 
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